
介護保険の

あらまし
住みなれた地域で 自分ら し く 生活を 楽し みながら

安心し てく ら し 続ける ために

2 0 2 6（ 令和８ ）年度
神戸市の

第  9   期
（ 令和6〜令和8 年度）

※こ のマーク は音声コ ード です。

　 詳しく は、 P3 へ。
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　 病気ではないけれど、 年齢と と も に筋力や心身の活力が低

下し 、 介護が必要にな り やすい、 健康と 要介護の間の虚弱

な状態のこ と です。

健  康
フ レ イ ル
（ 虚弱） 要介護

心身の
能力

フ レ イ ルと は？

　 介護保険は、 介護を必要と する高齢者や家族の負担を社会全体で支え、 介護が必

要になっても 、 住み慣れた地域で、 できるだけ自立し た生活を送っていただく ための

制度です。

　 4 0 歳以上の被保険者の皆さ まにご負担いただく 介護保険料によって、 いざ介護

が必要と なった場合に必要なサービスをご利用いただく ための体制を 確保できてい

ます。 今後も 少子高齢化が進展する中、 介護保険制度が、 豊かで安心な老後を支え

ること ができるよう 、 引き続きご理解とご協力をお願いします。

　 誰し も 加齢により 介護が必要と なる可能性がありますが、 フレイ ルであること に早

めに気付いて、「 栄養（ 食・ 口腔）、 運動、 社会参加（ 人と のつながり ）」に取り 組めば、

元の状態に戻ると 言われています。

　 いつまでも 元気にいきいきと 暮らし 続けるために、 健康づく り や介護予防に取り 組

みましょう！

「 介護予防」「 フ レイ ル予防」に取り 組も う ！

介護保険制度と は

約1 ,2 6 6 億円
約1 ,3 8 7 億円

約1 ,5 0 1 億円

約9 0 1 億円
約7 7 1 億円

約6 4 4 億円

約3 7 9 億円

2 0 0 3 年度

（ 平成1 5 年度）

2 0 0 6 年度

（ 平成1 8 年度）

2 0 0 9 年度

（ 平成2 1 年度）

2 0 1 8 年度

（ 平成3 0 年度）

2 0 2 1 年度

（ 令和3 年度）

2 0 2 4 年度

（ 令和6 年度）

2 0 0 0 年度

（ 平成1 2 年度）

介護や支援を必要と する方の数

介護保険にかかる費用

約6 6 ,1 0 0 人
約5 9 ,4 0 0 人

約5 0 ,9 0 0 人

約2 6 ,0 0 0 人

約8 8 ,2 0 0 人 約9 2 ,7 0 0 人
約9 6 ,8 0 0 人

■ 神戸市の状況

神戸市介護予防応援ページ ▶
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神戸市の介護保険のホームページ（ 神戸ケアネット ）
http s://w w w .city .k o b e . l g . j p /a 4 6 2 1 0 /k enk o /fuk ush i/ca renet/ind ex .h tm l
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「 音声コ ード  U n i-V o ice」 の使い方
「 音声コ ード U ni-V o ice」 は、 印刷物の文字情報を二次元コ ード に変換し たも のです。

スマート フォン用音声コードリーダーアプリ「 U ni-V o ice」 または、 視覚障害者向けアプ

リ「 Uni-V o ice Bl ind 」 で読み込むこと で、 音声によって内容を読み上げます。

※「 U n i-V o ice」 で検索し 、 ダウンロード し てく ださ い（ 無償）。

　 アプリ は、 アッ プルスト アなら びにグーグルプレイ スト アから 入手できます。
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○「 6 5 歳以上の方」と「 4 0 歳〜 64 歳の方」の保険

料負担率（ 23 ％： 2 7％）は、 全国的な人口比率

により 法令で定められています。

○施設サービス等、 一部のサービスについては、

国が2 0％、 県が1 7 .5％の負担割合になります。

○国の負担2 5％のう ち 5％分は「 調整交付金」と い

い、 介護が必要になり やすい 7 5 歳以上の高齢

者や低所得の高齢者が多い市町村の保険料が高

く なりすぎないよう に、 市町村によって増減しま

す。 調整交付金が増（ または減）と なった分は、

6 5 歳以上の方の保険料の負担割合の減（ または

増）となります。

6 5 歳以上の
方の保険料

（ 2 3 % ）

4 0 歳～
6 4 歳の方
の保険料

（ 2 7 % ）

国
（ 2 5 % ）

公費
（ 税金）

5 0 %

保険料
5 0 %

県
（ 1 2 .5 % ）

神戸市
（ 1 2 .5 % ）

国・ 県・ 神戸市

公費（ 税金）

保険料

利用者負担額

給付費

内訳

加入者
（ 被保険者）

神戸市
（ 保険者）

介護サービスを

利用すると きに費用の

1 割（ 一定以上所得者は

２割または3 割）を支払い
加入者が介護サービスを

利用し た と き に 費用の9 割

（ 一定以上所得者は８割または

7 割）を支払い

介護サービス
提供事業者

● 介護保険における給付費の財源の仕組み
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保険料について、 以下の抑制策を実施し ます。

①介護予防の促進

　 介護予防を推進する取り 組みにより 保険料の上昇を抑制し ます。

②消費税を財源と する公費を投入し た低所得者の保険料軽減

　 保険料段階が第１ 〜 3 段階の方について、 消費税を 財源と する公費を 投入し て保険料

　 を軽減し ます。

③保険料段階の多段階化

　 国基準の1 3 段階を 1 5 段階に細分化し 、より 負担能力に応じ た保険料段階設定と し ます。

④剰余金の活用

　 神戸市介護給付費等準備基金を保険料の上昇抑制に活用し ます。

⑤イ ンセンティ ブ交付金の活用

　 市町村による自立支援・ 重度化防止等の取り 組みの達成状況に対し 、 国から 毎年配分

さ れる交付金を保険料の上昇抑制に活用し ます。

■ 保険料の上昇抑制策

○介護保険を円滑に運営するために、 市町村は3 年ごとに「 介護保険事業計画」を策定しま

す。 計画には、 必要な介護保険サービスの見込み量やサービスを確保する方策を定めて

います。

○介護保険サービスにかかる費用のう ち、 保険料でまかなう 割合は一定に決められています

ので、 計画に定められた介護保険サービスの見込み量等によって保険料が定められます。

■ 事業計画の策定

http s://w w w .city.ko b e .lg .j p /a4 6 2 1 0 /sh ise/kekaku/hea lth/zig yo ke ika ku .h tm l

○保険給付と は、 加入者が介護保険サービスを利用し たとき の費用の9 割（ 一定以上所得

者は８・ 7 割）の支払い等の費用です。

○地域支援事業と は、 要支援1・ 2 や事業対象者の方が利用する訪問型・ 通所型サービス

に要する費用（ P3 2・ 33 参照）や、「 あんし んすこやかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）」

（ P4 3 〜 4 7 参照）における高齢者の総合相談・ 支援事業などの費用です。 こ のう ち 一

部については、 P4 の円グラフとは負担割合が異なります。

■ 介護保険にかかる費用の見込み（ 令和6 〜8 年度）

令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 ３か年合計

保
険
給
付

1 ,3 9 4 億円 1 ,4 1 5 億円 1 ,4 3 5 億円 4 ,2 4 5 億円

在宅サービス等
( 地域密着型サービスを含む)

9 1 3 億円 9 2 6 億円 9 3 9 億円 2 ,7 7 8 億円

施設サービス等 4 0 0 億円 4 0 8 億円 4 1 4 億円 1 ,2 2 2 億円

高額介護サービス費等 8 1 億円 8 1 億円 8 2 億円 2 4 4 億円

地域支援事業 1 0 7 億円 1 1 0 億円 1 1 3 億円 3 3 0 億円

合　 　 　 　 計 1 ,5 0 1 億円 1 ,5 2 5 億円 1 ,5 4 8 億円 4 ,5 7 5 億円

神戸市の介護保険事業計画

● 介護保険事業計画のページ
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第 1 号被保険者
6 5 歳以上の方

第2 号被保険者
4 0 歳 〜 6 4 歳の方で医療保険

（ 健康保険、 国民健康保険など）
に加入し ている方

保険料の決め方

本人の所得や課税状況等に応じ

て市が決定

→Ｐ 8 参照  

加入し ている医療保険の算定方

法により 医療保険者が決定

→ P1 2 参照

保険料の納め方

年金額が一定額以上の方は年金

引き去り 、 それ以外は口座振替な

どで市にお支払いいただきます

→ P9 参照

医療保険料と 介護保険料をあわ

せて医療保険者にお支払いいた

だきます

→ P1 2 参照

保険証

（ 被保険者証）

の交付

全員にお渡しします

※6 5 歳になる月の前月（ １日生まれ

の方は、 前々月）に、 本人あてに

郵送し ます 

お住ま い の区の区役所・ 北須磨支

所の介護医療係（ 北神区役所は市

民課窓口係）で交付申請し ていただ

いた場合にお渡しし ます

介護保険の

サービスを利用 

できる方

介護が必要であると 認定さ れた

方（ 介護が必要になった原因は

問いません） または、 要支援に

なるおそれのある方

老化に伴う 病気（「 特定疾病」 Ｐ

1 4 参照） により、 介護が必要

であると 認定さ れた方

　 神戸市内にお住まいの4 0 歳以上の方は、 神戸市の介護保険に加入すること になります。

○介護保険への加入は、 法令により 義務づけられていますので、40 歳になれば自動的に加

入することになり、 保険料を支払うことになります。 加入手続きは特に必要ありません。  

○介護保険制度において、 第1 号被保険者と なるのは、6 5 歳の誕生日の前日からと なりま

す。 こ のため、 たと えば、6 月1 日が 6 5 歳の誕生日の方は、5 月3 1 日に第 1 号被保険

者と なり 、5 月分より 第1 号被保険者の保険料をご負担いただく ことになります。   

○神戸市以外の市町村へ転出した場合は、 転出先の市町村の介護保険に加入することにな

ります。（ 住所地特例施設へ入所さ れた場合を除く ）
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（ 一）面

記載内容に間違いがある場合や、 ご不明な点があれば、 ご自身の保険証のA 欄に記載

さ れている区役所または北須磨支所の介護医療係にお問い合わせく ださ い。

（ 二）面

B 欄 要介護状態区分等（ 事業対象者、 要支援１・ ２、 要介護１〜５）が記載さ れます

C 欄  市町村が認定を行った年月日（ 事業対象者の場合は基本チェックリスト 実施日）が記

載さ れます

D 欄 事業対象者（ P3 2 参照）または認定の有効期間（ P1 7 参照）が記載さ れます

E 欄 要介護度に応じた１か月分の利用上限額が記載さ れます（ P3 6 参照）

F 欄  必要により 、 介護認定審査会（ P1 6 参照）から の意見が記載さ れます。 サービスの種

類の指定が行われた時は、 指定さ れたサービスに利用が限定さ れます

（ 三）面

G 欄 保険料の滞納により 、 給付制限（ P1 0 参照）を受けている場合に記載さ れます

H 欄  居宅サービス計画または介護予防サービス計画を作成する事業所名などが記載さ

れます

 I 欄  施設サービ ス（ P2 7 参照）を 利用する場合、 介護保険施設において施設の種類、 名

称、 入退所年月日を 記載し ます

注　  保険証の様式について、 従前の様式でお持ちの方につきましては、 そのままお使

いいただけます。

■ 介護保険の保険証（ 被保険者証）

A

B

C

D

E

F

G

H

I

（ 一）面 （ 二）面 （ 三）面

○介護が必要になって、 要介護（ 要支援）認定の申請、 事業対象者の申請を行うとき

○介護保険サービスを利用するとき（ ※注）

○その他各種申請・ 手続き（ 高額介護サービス費の支給申請など）を行うとき

※注　  保険証を持っているだけでは介護保険のサービスは利用できません。 利用するためには要介

護認定または事業対象者の判定を受ける必要がありますので、「 あんし んすこやかセンタ ー（ 地

域包括支援センタ ー）」もしく は「 えがおの窓口」に相談し てく ださ い。 事業対象者については、

「 あんし んすこやかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）」が窓口と なります。

保険証はこ んなと きに使います

（ 一）面

記載内容に間違いがある場合や、 ご不明

さ れている区役所または北須磨支所の

（ 二）面

B 欄 要介護状態区分等（ 事業対象者、

C 欄  市町村が認定を行った年月日（ 事業対象者

載さ れます

D 欄 事業対象者（ P3 2 参照）または認定

E 欄 要介護度に応じた１か月分の利用上限額が記載

F 欄  必要により 、 介護認定審査会（ P1 6

類の指定が行われた時は、 指定

（ 三）面

G 欄 保険料の滞納により 、 給付制限（ P1 0

H 欄  居宅サービス計画または介護予防

れます

 I 欄  施設サービ ス（ P3 1 参照）を 利用す

称、 入退所年月日を 記載し ます

注　  保険証の様式について、 従前の

いいただけます。

■ 介護保険の保険証（ 被保険者証）

A

（ 一）面 （ 二）面

○介護が必要になって、 要介護（ 要支援）

○介護保険サービスを利用するとき（ ※

○その他各種申請・ 手続き（ 高額介護

※注　  保険証を持っているだけでは介護保険

護認定または事業対象者の判定を受

域包括支援センタ ー）」もしく は「 えが

「 あんし んすこやかセンタ ー（ 地域包括支援

保険証はこ んなと きに使いま

（ 一）面

記載内容に間違いがある場合や、 ご不明

さ れている区役所または北須磨支所の

（ 二）面

B 欄 要介護状態区分等（ 事業対象者、

C 欄  市町村が認定を行った年月日（ 事業対象者

載さ れます

D 欄 事業対象者（ P3 2 参照）または認定

E 欄 要介護度に応じた１か月分の利用上限額が記載

F 欄  必要により 、 介護認定審査会（ P1 6

類の指定が行われた時は、 指定

（ 三）面

G 欄 保険料の滞納により 、 給付制限（ P1 0

H 欄  居宅サービス計画または介護予防

れます

 I 欄  施設サービ ス（ P3 1 参照）を 利用す

称、 入退所年月日を 記載し ます

注　  保険証の様式について、 従前の

いいただけます。

■ 介護保険の保険証（ 被保険者証）

A

（ 一）面 （ 二）面

○介護が必要になって、 要介護（ 要支援）

○介護保険サービスを利用するとき（ ※

○その他各種申請・ 手続き（ 高額介護

※注　  保険証を持っているだけでは介護保険

護認定または事業対象者の判定を受

域包括支援センタ ー）」もしく は「 えが

保険証はこ んなと きに使いま

（ 一）面

記載内容に間違いがある場合や、 ご不明

さ れている区役所または北須磨支所の

（ 二）面

B 欄 要介護状態区分等（ 事業対象者、

C 欄  市町村が認定を行った年月日（ 事業対象者

載さ れます

D 欄 事業対象者（ P3 2 参照）または認定

E 欄 要介護度に応じた１か月分の利用上限額が記載

F 欄  必要により 、 介護認定審査会（ P1 6

類の指定が行われた時は、 指定

（ 三）面

G 欄 保険料の滞納により 、 給付制限（ P1 0

H 欄  居宅サービス計画または介護予防

れます

 I 欄  施設サービ ス（ P3 1 参照）を 利用す

称、 入退所年月日を 記載し ます

注　  保険証の様式について、 従前の

いいただけます。

■ 介護保険の保険証（ 被保険者証）

A

（ 一）面 （ 二）面

○介護が必要になって、 要介護（ 要支援）

○介護保険サービスを利用するとき（ ※

○その他各種申請・ 手続き（ 高額介護

※注　  保険証を持っているだけでは介護保険

護認定または事業対象者の判定を受

保険証はこ んなと きに使いま

（ 一）面

記載内容に間違いがある場合や、 ご不明

さ れている区役所または北須磨支所の

（ 二）面

B 欄 要介護状態区分等（ 事業対象者、

C 欄  市町村が認定を行った年月日（ 事業対象者

載さ れます

D 欄 事業対象者（ P3 2 参照）または認定

E 欄 要介護度に応じた１か月分の利用上限額が記載

F 欄  必要により 、 介護認定審査会（ P1 6

類の指定が行われた時は、 指定

（ 三）面

G 欄 保険料の滞納により 、 給付制限（ P1 0

H 欄  居宅サービス計画または介護予防

れます

 I 欄  施設サービ ス（ P3 1 参照）を 利用す

称、 入退所年月日を 記載し ます

注　  保険証の様式について、 従前の

いいただけます。

■ 介護保険の保険証（ 被保険者証）

A

（ 一）面 （ 二）面

○介護が必要になって、 要介護（ 要支援）

○介護保険サービスを利用するとき（ ※

○その他各種申請・ 手続き（ 高額介護

※注　  保険証を持っているだけでは介護保険

保険証はこ んなと きに使いま
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※1    公的年金等の収入金額と は、老齢年金などの課税対象と なる年金収入をいい、障害・ 遺族年金など
の非課税と なる年金収入は含まれません。

※２  合計所得金額と は、 収入金額から 必要経費を控除し た所得金額の合計額で、 「 基礎控除」「 配偶者
控除」「 社会保険料控除」 「 医療費控除」 などの所得控除前の金額です。 株式譲渡所得など申告分
離課税の所得金額を 含み、 退職所得、 雑損失、 繰越損失は含みません。 土地建物等の譲渡所得
に特別控除がある場合は、 特別控除額を差し 引いて算定し ます。  

※注　 第1 〜第5 段階については、 ※２で計算し た合計所得金額を、 給与所得及び公的年金等に係る雑所
得金額の合計から１０万円控除（ ただし 、 控除後、 合計額が０円を下回る場合は０円と する）し た額で算
定し 直します。 さらに、 租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項に定める所得金額調整控除額
を加え、 そこから公的年金等に係る雑所得金額を差し 引いて算定します。

※注　 世帯は、4 月1 日時点での状況で判断し ます。（ ただし 年度中に資格を取得し た方は資格取得日時点）

※注　  介護保険法施行令の改正により 、 給与等の収入金額が55 万1 ,0 00 円以上190 万円未満の場合、
令和7 年度税制改正における、給与所得控除の最低保障額の引き上げ（ 引き上げ後65 万円）がなかっ
たも のとし て、 合計所得金額の算定および市民税課税・ 非課税の判定を行います。

保険料段階 対　 　 　 象　 　 　 者 保険料率
１人あたり の

年間保険料

第１ 段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者(世帯全員が市民税非課税)
基準額×0 .2 3 5 1 8 ,5 5 6 円

本
人
が
市
民
税
非
課
税

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

本人の公的年金等の収入金額※１ と 合計所得金額※２

の合計が8 2 .6 5 万円以下

第２ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が8 2 .6 5 万円超1 2 0 万円以下
基準額×0 .4 3 5 3 4 ,3 4 8 円

第３ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が1 2 0 万円超
基準額×0 .6 8 5 3 ,6 9 3 円

第４ 段階
世
帯
に
市
民
税

課
税
者
が
い
る

本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が8 2 .6 5 万円以下
基準額×0 .9 7 1 ,0 6 4 円

第５ 段階
本人の公的年金等の収入金額と 合計所得金額

の合計が8 2 .6 5 万円超
基準額×1 7 8 ,9 6 0 円

第６ 段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が1 2 0 万円未満 基準額×1 .1 5 9 0 ,8 0 4 円

第７ 段階 合計所得金額が1 2 0 万円以上1 9 0 万円未満 基準額×1 .2 4 9 7 ,9 1 1 円

第８ 段階 合計所得金額が1 9 0 万円以上2 9 0 万円未満 基準額×1 .4 7 1 1 6 ,0 7 2 円

第９ 段階 合計所得金額が2 9 0 万円以上4 0 0 万円未満 基準額×1 .6 7 5 1 3 2 ,2 5 8 円

第1 0 段階 合計所得金額が4 0 0 万円以上5 0 0 万円未満 基準額×1 .8 1 4 2 ,1 2 8 円

第1 1 段階 合計所得金額が5 0 0 万円以上6 0 0 万円未満 基準額×1 .9 1 5 0 ,0 2 4 円

第1 2 段階 合計所得金額が6 0 0 万円以上7 0 0 万円未満 基準額×2 .2 1 7 3 ,7 1 2 円

第1 3 段階 合計所得金額が7 0 0 万円以上8 0 0 万円未満 基準額×2 .3 5 1 8 5 ,5 5 6 円

第1 4 段階 合計所得金額が8 0 0 万円以上1 ,0 0 0 万円未満 基準額×2 .6 2 0 5 ,2 9 6 円

第1 5 段階 合計所得金額が1 ,0 0 0 万円以上 基準額×2 .8 5 2 2 5 ,0 3 6 円

6 5 歳以上の方（ 第1 号被保険者の令和８ 年度の保険料）

実際に納めていただく 保険料は 1 0 円未満は切捨てになります。
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①単身世帯の場合の例

■ 保険料算定の具体例
　  〔 本人（ 夫婦の場合は2 人と も ）の収入が年金収入のみの場合の例〕

　 保険料の納め方は、 受け取っている年金の金額の違いなどによって次の2 種類に分かれます。

　 ※どちら の納め方になるかは法令等で定められており 、 被保険者の方が選択すること はできません。

■ 保険料の納め方

●年6 回の年金を受け取る偶数の月（ 4・ 6・ 8・ 1 0・ 1 2・ 2 月）に引き去りさ れます。

　 老齢厚生年金のみ受給さ れている方は、特別徴収になりません。

年金から 引き 去り さ れます。

特 別 徴 収老齢・ 退職・ 障害・ 遺族年金の

金額が年額1 8 万円以上の方

●年間保険料を6 月から 翌年3 月までの毎月（ 年1 0 回）に分けて納めていただきます。

●スマホアプリ（  キャッシュレス決済）については、下記のも のがご利用いただけます。

　・ auPAY、d 払い、PayB、PayPay、楽天銀行コンビニ支払サービス

　・ 延滞金納付書はご利用いただけません。

　・ スマホアプリ の詳し い操作方法などは、各決済方法の問い合わせ窓口にお問い合わせく ださ い。

口座振替または納付書により 、 金融機関や

コ ンビニエンススト アなどで納めていただきます。

老齢・ 退職・ 障害・ 遺族年金の

金額が年額1 8 万円未満の方

普 通 徴 収

○複数の年金がある方については、いずれかひと つの年金の年額が1 8 万円以上の場合に特別徴収と な

ります。

○年度途中に市外から 転入さ れた方や6 5 歳になら れた方は、一定期間、普通徴収で納めていただいた

後、年金から の引き去り が始まります。

○年金から 納めていただいている場合でも 、年度途中で他の市町村から 転入や転出、年度の途中で保険

料の額が変更になったなどの場合には、普通徴収に切り 替わります。

対　 象　 者 保険料段階

年金収入8 2 .6 5 万円以下 第1 段階

年金収入8 2 .6 5 万円超、1 2 0 万円以下 第2 段階

年金収入1 2 0 万円超、1 5 5 万円以下 第3 段階

年金収入1 5 5 万円超、2 3 0 万円未満 第6 段階

年金収入2 3 0 万円以上、3 0 0 万円未満 第7 段階

年金収入3 0 0 万円以上、4 2 1 万7 ,6 4 8 円未満 第8 段階

②夫婦のみの世帯の場合の例

対　 象　 者 保険料段階

夫の年金収入が8 2 .6 5 万円超1 2 0 万円以下で、 妻の年金収入が8 2 .6 5 万円以下
夫　 第2 段階

妻　 第1 段階

夫の年金収入が1 2 0 万円超2 1 1 万円以下で、 妻の年金収入が1 2 0 万円超1 5 5 万円以下
妻が夫の控除対象配偶者の場合

夫　 第3 段階

妻　 第3 段階

夫の年金収入が2 1 1 万円超2 3 0 万円未満で、 妻の年金収入が8 2 .6 5 万円以下
夫　 第6 段階

妻　 第4 段階

夫の年金収入が211 万円超230 万円未満で、 妻の年金収入が82 .65 万円超155 万円以下
夫　 第6 段階

妻　 第5 段階

夫の年金収入が2 1 1 万円超2 3 0 万円未満で、 妻の年金収入が1 5 5 万円超2 3 0 万円未満
夫　 第6 段階

妻　 第6 段階

本人の年金収入2 3 0 万円以上、3 0 0 万円未満 第7 段階

本人の年金収入3 0 0 万円以上、4 2 1 万7 ,6 4 8 円未満 第8 段階
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　 保険料は前年の所得などをもとに算定し 、6 月に「 介護保険料のお知らせ（ 納入通知書）」を郵送します。

○年度の途中で新たに第1 号被保険者の資格を取得さ れた場合や、保険料段階が変わった場合は、

　 6 月以外にも お知ら せを郵送します。

○介護保険は、 個人ごとに加入するので、 夫婦2 人と も 6 5 歳以上である場合には、 それぞれ第１

　 号被保険者の保険料をお支払いいただく ことになります。

○介護保険料は、 社会保険料控除の対象です。  

㊟滞納保険料には延滞金が加算さ れます。

㊟滞納が続く と 、 財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。

　 介護保険は、 支え合い・ 助け合いの制度として、 被保険者のみなさ んに保険料をご負担いただく

社会保険です。保険料を滞納さ れますと、滞納期間に応じて次のよう な措置（ 給付制限）がとられます。

※利用者負担についてはP3 4 参照

介護保険サービスの費用をいったん全額自己負担し ていただき、 後ほど申請し て 9 割（ または

8 〜 6 割）分の払い戻しを受けることになります。

通常の支払方法

支払方法の変更

保険給付9 割（ または8 ～6 割）

申請により 保険給付9 割（ または8 ～6 割）が払い戻さ れます。

全額負担1 0 割（ いったん全額を支払っていただきます。）

1 割（ または2・ 3 割）負担

1 割（ または2 ～4 割）負担

1 割（ または2 ～4 割）負担

払い戻し さ れる額のう ち、 滞納保険料相当額の支払いが「 一時差し 止め」ら れ、 以降も 保険料

を納付し ない場合は、 滞納保険料に充当さ れます。

滞納保険料に充当

滞納保険料相当額以外は払い戻さ れます。

全額負担1 0 割（ いったん全額を支払っていただきます。）

1 割（ または2～4 割）負担 滞納保険料に充当

介護保険サービスを利用する際の負担割合（ P3 4 参照）が通常1 割または2 割の方は、 未納期

間に応じ 3 割、 通常3 割の方は未納期間に応じ 4 割と なる措置（ 給付額減額）がとら れます。 さ

らに、 高額介護サービス費の支払い（ Ｐ 3 8 参照）および食費・ 居住費（ 滞在費）の負担軽減（ P3 9

参照）を受けること ができません。 現在、 サービスを利用し ていない方でも 、 将来的にサービ

スを利用する際に３割または４割の自己負担と なります。

通常の負担割合

給付額減額後
の負担割合

保険給付7 割（ または6 割）自己負担3 割（ または4 割）

保険給付9 割（ または8・ 7 割）自己負担1 割（ または2・ 3 割）
例）

■ 保険料のお知ら せ

 保険料の滞納にご注意く ださ い

● 保険料を１年以上滞納すると

● 保険料を１年６か月以上滞納すると

● 保険料を 2 年以上滞納すると

10

P.4

介護保険の

し く み

P.6

加入者と

保険証

P.8

保険料の

し く み

P.13

介護保険による

サービスの利用

P.20

介護保険サービス

の種類

P.34

介護保険サービス

にかかる費用

P.41

介護保険外の

サービス

P.42

介護保険サービス

の利用にあたって

P.43

相談窓口



※該当すると 思われる方は、お住まいの区の区役所・ 北須磨支所の介

護医療係（ 北神区役所は市民課窓口係）にご相談く ださ い。

［ 減免の対象と なる方］保険料段階が第２・ ３段階の方のう ち､「 神戸市在日外国人等福祉給付金」を受給さ れている方

【 減免内容】 第２・ ３段階の保険料を第1 段階相当額に減額

●保険料段階が第２・ ３ 段階の方のう ち、「 神戸市在日外国人等福祉給付金」 の受給者

［ 減免の対象と なる方］刑事施設などへの収監が2 か月をこえる場合

【 減免内容】 収監期間に応じ て保険料の全額を免除（ 拘禁が終了し た月を除く ）

●刑事施設などに収監さ れた方

［ 減免の対象と なる方］風水害・ 火災などにより 住宅・ 家財に著し い被害を受けた方のう ち一定の方

【 減免内容】 被害の程度に応じ て、 保険料の3 割から 1 0 割を減額

※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い帰還困難区域等及び旧避難指示区域等から 転入さ れ

　 た被保険者の方については、 減免措置が該当する可能性がありますのでご相談く ださ い

●災害により 被害を受けた方

①市民税の課さ れている方に扶養さ れていない。

②市民税の課さ れている方と 生計を共にし ていない。

③資産などを活用し ても なお、 生活が困窮し ている状態と 認めら れる。

　 ・ 預貯金等の金融資産が世帯で 3 5 0 万円以下（ 世帯員が2 人以上の場合は2 人目から 1 人あたり 1 0 0 万円

　 　 を加算し た額以下）

④本人の属する世帯の年間収入（ 障害・ 遺族年金などの非課税と なる収入を 含む）が下記の表のい

　 ずれかに該当する。

●保険料段階が第１ 〜３ 段階で、生活が困窮している方
　 次の①〜④すべてに該当すれば、 減免を 受けら れます

保険料段階 世帯の年間合計収入  減免の内容

第１ 〜３ 段階

世帯の年間合計収入が6 0 万円以下
世帯員が2 人以上の場合は、2 人目から 1 人あたり 17 .5 万円を加算した額以下

【 計算例】家族の合計人数が4 人の場合

6 0 万円＋（ 1 7 ．5 万円×3 人）＝1 1 2 ．5 万円以下

第 1 段階の半額の
保険料相当額に減
額

第２・３段階

世帯の年間合計収入が1 2 0 万円以下
世帯員が2 人以上の場合は、2 人目から 1 人あたり 35 万円を加算した額以下

【 計算例】家族の合計人数が４人の場合

1 2 0 万円＋（ 3 5 万円×3 人）＝2 2 5 万円以下

第 1 段階の保険料
相当額に減額

①本人の属する世帯の生計を維持する方が失業し た、 事業を廃止・ 休止し た、 亡く なら れた、 心身

　 に重大な障害を受けた、 長期入院し た等のいずれかに該当する場合

②本人の属する世帯の今年１年間の見込み所得が下記のすべてに該当する方

●保険料段階が第4〜15段階で、失業・ 退職などにより 本人や家族の所得が大幅に減少する方
　 次の①・ ②すべてに該当すれば、 減免を 受けら れます

保険料段階 世帯の今年１年間の見込み所得  減免の内容

第4 〜１5 段階

①の理由により 前年と 比べて半分以下に減る。

1 か月あたり の金額が2 4 万5 千円以下である。

 見込み所得から 判断すると 、 保険料段階が今年度4・ 5 段階の方は

来年度は1 〜 3 段階に、 今年度6 〜 1 5 段階の方は来年度は1 〜

5 段階に、 保険料段階が下がると 見込まれる。 ※収用による減免の

場合を除く

所得の減少の度合い

な ど に 応じ て、 保 険
料 の 1 .2 割 〜８ .8 9
割を 減額（ 失業などの
事実のあった月から 年

度末まで適用）

■ 保険料の減免制度

［ 減免の対象と なる方］

［ 減免の対象と なる方］
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○保険料は、 加入し ている医療保険（ 健康保険、 国民健康保険など）の算定方法により 決まります。

○職場の健康保険については、 保険料の半分は、 事業主が負担します。

※詳しく は加入している医療保険の保険者にお問い合わせく ださ い。

職場の健康保険に加入し ている方 神戸市国民健康保険に加入し ている方

決め方

各健康保険ごとに設定さ れる保険料率と 給与

（ 標準報酬月額・ 標準賞与額）に応じ て決め

ら れます

「 介護分」の保険料

＝給与（ 標準報酬月額・ 標準賞与額）

　 ×保険料率

※一般に主婦などの被扶養者は、 直接の保険料

　 の負担はありません

　（ 被保険者全体で負担します）

保険料は3 つの要素から世帯ごとに決められます

①所得割額

　 4 0 歳〜 6 4 歳の加入者の所得に応じ て計算

②被保険者均等割額

　 4 0 歳〜 6 4 歳の加入者数に応じ て計算

③世帯別平等割額

　 4 0 歳〜 6 4 歳の加入者の属する世帯で 1 世帯

　 あたり 定額

「 介護分」の保険料＝①＋②＋③

納め方

医療保険の「 医療分」及び「 後期高齢者支援金分」の保険料に「 介護分」の保険料をあわせて

お支払いいただきます

「 介護分」の保険料だけ分けて支払う こと はできません

4 0 歳〜6 4 歳の方 （ 第2 号被保険者の保険料）
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介護保険の

介護サービス

要介護１～5 の方が

利用できるサービス
（ P21～2 7参照）

介護保険の
介護予防
サービス

要支援１・ 2 の方が

利用できるサービス
（ P28～31 参照）

（ P3 2・ 3 3参照）

総合事業の
訪問型・ 通所型

サービス
要支援1・ 2 の方及び

事業対象者の方が

利用できるサービス

6 5 歳以上の高齢者が利用できる取組み（ P3 3 参照）

介護や支援が必要な人（ 介護保険のサービスを利用し たい人）

あんし んすこやかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）

あんし ん すこやか センタ ー

のシンボルマーク

えがおの窓口
（ 指定居宅介護支援事業所）

えがおの窓口
（ 指定居宅介護支援事業所）

元気な
高齢者

相
談

要介護
１～５

要支援
１・２

認定
非該当

・ ケアプラン作成

（ 居宅サービス計画）

・ 介護保険施設の選択

あんし ん すこ やか センタ ー

のシンボルマーク

あんし んすこやかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）

・ ケアプラン作成

（ 介護予防サービス・ 支援計画）

介 護 保 険 の 加 入 者

介護や支援は

必要ない人

（ 非該当・ 自立）

一般介護予防事業

要介護・ 要支援認定申請
（ P1 6・ 1 7 参照）

事業
対象者
該当

基本チェックリ スト を
実施(P3 2 参照)

注

注

■ 介護保険サービスなどの利用の流れ

介護保険によるサービスの利用

　 　 一部の「 えがおの窓口」 では要支援 1・ 2 の方にも 対応し ています。（ 介護予防サービス・ 支援計画）

　 　 要支援 1・ 2 対応の「 えがおの窓口」 については神戸市ホームページでご確認く ださ い。

注
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○誰かに助けてもらう こと なく 、 一人で外出できるほど元気な方

○元気であるが、 家事をする習慣がないためにお手伝いを必要と する方など
※こ のよう な方は、 将来介護が必要になったときに申請し てく ださ い。

○要介護（ 要支援）認定の申請から 認定結果の通知までは3 0 日程度かかり ますが、 サービ

スの利用を急ぐと きは、 結果が通知さ れるまでの間でも 、 見込まれる要介護度に応じ て、

仮のケアプラン（ P1 5 参照）によるサービス利用が可能です。

○仮のケアプランの作成については、「 えがおの窓口」「 あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域

包括支援センタ ー）」（ P4 3 〜 4 7 参照）に相談し てく ださ い。

○「 えがおの窓口」「 あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）」には、 仮のケア

プランによるサービス利用の相談とと も に、 要介護（ 要支援）認定の申請の代行を依頼す

ること ができます。

○要介護状態‥‥‥ねたきりや認知症などで、入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 いつも 介護が必要な場合

○要支援状態‥‥‥いつも 介護が必要とまではいかなく ても 、 家事や身じ たく などの日常生活に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 手助けが必要な場合

※総合事業のサービス（ P3 2・ 3 3 参照）のみ利用の場合は、 基本チェックリスト により「 事業対象者」に該当し た方も

利用できます。

※要介護（ 要支援）状態になった原因は、 特に問いません。

※交通事故など第三者による行為が原因で介護が必要になった場合も 、 介護保険サービスを利用すること ができ

ます。「 第三者行為による傷病届」等の書類の提出が必要ですので、 お住まいの区の区役所・ 北須磨支所の介護

医療係（ 北神区役所は市民課窓口係）にお問い合わせく ださ い。

○老化に伴う 病気（「 特定疾病」）によって、 要介護状態や要支援状態になった場合

※特定疾病以外の原因により 要介護（ 要支援）状態になった場合は、 介護保険サービスを利用すること ができません。

特

定

疾

病

①がん（ 医師が一般に認めら れている医学的

知見に基づき 回復の見込みがない状態に

至ったと 判断し たも のに限る）

⑧脊髄小脳変性症

⑨脊柱管狭窄症

②関節リウマチ ⑩早老症

③筋萎縮性側索硬化症 ⑪多系統萎縮症

④後縦靱帯骨化症
⑫糖尿病性神経障害、

　 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

⑤骨折を伴う 骨粗鬆症 ⑬脳血管疾患

⑥初老期における認知症 ⑭閉塞性動脈硬化症

⑦進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性

症及びパーキンソン病

⑮慢性閉塞性肺疾患

⑯両側の膝関節又は股関節に著し い変形を伴う 変形

　 性関節症

■ 介護保険サービスを利用するには認定調査などが必要です

● 6 5 歳以上の方（ 第1 号被保険者）

● 4 0 歳〜 6 4 歳の方（ 第2 号被保険者）

要介護（ 要支援）の対象と なら ない方の例

急にサービスの利用が必要になった時
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「 地域包括支援センタ ー」の神戸市における愛称です。

詳細についてはP4 3 をご覧く ださ い。

■ 「 えがおの窓口」（ 指定居宅介護支援事業所）

■  「 あんし んすこやかセンタ ー」 
（ 地域包括支援センタ ー）

　 介護保険のサービスを 利用すると き、 相談にのってもら える事業

者です。

　 本人や家族から の依頼により 、 要介護認定の申請も 代行し ます。

申請代行の費用は通常無料です。

　 ケアマネジャーが要介護や要支援の認定を受けた方について、 ど

のよう な介護サービスが必要かを判断し 、 本人や家族の希望を踏ま

え、 具体的なケアプランを作成します。 ケアプラン作成についても

利用者の負担は原則とし てありません。

「 えがおの窓口」は、「 指定居宅介護

支援事業者」の神戸市における愛称

です。

※「 えがおの窓口」は、 本人や家族が自由に選ぶこと ができます。 ただし 、 サービスを提供する地域をそ

れぞれの「 えがおの窓口」が定めていますので、 詳しく はそれぞれの「 えがおの窓口」にお問い合わせく

ださ い。

● 「 えがおの窓口」の電話番号等のお問い合わせは

 　  神戸市ホームページ（ 神戸ケアネット ）に掲載し ている一覧でご確認いただく か、

神戸市福祉局介護保険課へお問い合わせく ださ い。

●  「 あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）」の電話番号等はP4 4 〜 P4 7 をご覧下さ い。 

神戸市ホームページ（ 神戸ケアネット ）でも 検索できます。

　 介護（ 予防） サービスを適切に利用できるよう に、 利用者や家族の心身の状況や生活の環

境などに配慮し て、 どのよう な介護サービスをいつ、 どれだけ利用するかを決める計画のこ

と で、 一般的にケアマネジャーに作成し てもら います。 ケアプラ ンに沿ってケアマネジャー

が調整し た事業者により サービスが提供さ れますが、 一定期間ごとにサービスの効果や必要

性を評価し て、 見直しを行います。

　 ケアプランは、「 自分でできること はできる限り 自分で行うこと 」を基本とし ており 、 本人の

能力に応じ 自立し た日常生活を営むこと ができるよう 目標を決め、 その達成を支援します。

　 ケアプランを自分で作成すること も 可能ですが、 事業者と の連絡調整や毎月区役所へケ

アプランの提出を行う 必要があります。 ※総合事業のサービスを利用の方は自己作成はできません

　 利用者や家族から の相談を受け、 ケアプランを作成し 、 専門職や事業者等と 連携や調整を行

い、 介護が総合的に行われるためのまと め役をします。 看護師、 社会福祉士、 介護福祉士な

ど一定の実務経験のある資格者などが、 介護保険法に基づく 試験に合格し 、 所定の研修を修

了し て従事し ています。

　 その業務は、 特定のサービス種類や事業者に偏ること のないよう 、 公正中立に行います。

ケアプラ ン

ケアマネジャー（ 介護支援専門員) 
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介護サービスを利用するときの相談窓口



　 介護保険サービスを 利用するためには、 まずは申請し て、「 介護や支援が必要である」と の認定

を受けること が必要です。

※総合事業のサービス（ P3 2・ 3 3 参照）のみ利用の場合は、 基本チェックリ スト により「 事業対象者」に該当し

　 た方も 利用できます。

「 えがおの窓口」や「 あんし んすこやかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）」に、 神戸市への申請の代行を

依頼すること ができます（ 申請代行の手数料は通常無料です）。 また、 本人や家族が直接申請すること も

できます。

○「 えがおの窓口」「 あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）」には、 介護サービスの利用につい

　 ての相談も できます。

１ ．要介護（ 要支援） 認定の申請

主治医（ かかり つけ医）に、 医

学的見地から 意見書を 作成

し ても ら います。（ 神戸市か

ら 直接依頼します）

※詳細は次ページ の「 主治医意

見書についての注意事項」参照

２ ．主治医意見書

意
見
書

神戸市から 委託を 受け

た調査員が自宅などを

訪問し ま す。（ 調査員

から 日程調整の連絡が

あります）

※詳細は次ページ の「 認

定調査についてのＱ＆Ａ 」

参照

２ ．認定調査（ 訪問調査）

介護認定審査会の判定にも と づいて、 神戸市が要介護度

を認定し ます。「 要支援1・ 2 」、「 要介護1 〜 5 」、「 非該当」

があり 、本人へ文書で通知します。（ 保険証を同封します。）

※申請から認定結果の通知まで、3 0 日程度かかります。

４ ．要介護（ 要支援） 認定と 結果の通知

要支援1・ 2 →1 8 ページへ

要介護1 〜5 →1 8・ 1 9 ページへ

３ ．判定

一次判定

認定調査結果など を も と に、 全

国共通のコ ンピュータ ソフト を 用

いて要介護度を判定します。

③本人や家族が直接申請

区役所（ 北須磨支所）保健福

祉課（ 裏表紙参照）にお問い

合わせく ださ い。

二次判定（ 介護認定審査会）

保健・ 医療・ 福祉の専門家による介護認定審査会

が、 一次判定結果、 認定調査票特記事項、 主治医

意見書から 、 要介護度を審査・ 判定します。

②「 あんし んすこ やかセンタ ー
（ 地域包括支援センタ ー）」に依頼

「 あんし んすこ やかセ

ンタ ー（ 地域包括支援

センタ ー）」一覧は4 4

〜4 7 ページをご 参照

く ださ い。

①「 えがおの窓口」に依頼

問い合わせ先は神

戸市ホームページ

で検索するか介護

保険課（ 裏表紙参

照）にお問い 合わ

せく ださ い。

通
知
書

要介護認定申請から 要介護認定まで
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①要介護（ 要支援）認定の申請には、 保険証（ 被保険者証）が必要です。 第2 号被保険者（ P6 参照）の場

合は、 加入し ている医療保険の保険証の写し も 必要です。

②申請書には主治医の氏名等を 記入し ます。 主治医に認定申請する旨の連絡をし ておき ましょう 。

③急病等によってその状況が一時的に変化し ている場合や入院・ 手術直後など、 お体の状態が安定し

ていないと きに認定調査を 受けると 適正な介護度が出ない可能性があり ます。 要介護（ 要支援）認

定の申請は、 ある程度状態が安定し てから 行ってく ださ い。

④がん末期等により 短期間のう ちにお亡く なりになる可能性があり、サービスを利用する予定がある場

合は、お住まいの区の区役所・ 北須磨支所保健福祉課窓口で申請を行い、病状等について窓口でご説

明く ださ い。

①主治医に「 認定申請をおこ なう ので、 神戸市か

ら 意見書作成依頼がある」旨の連絡をお願いし

ます。

②1 か月以上診察を受けていない場合など、 作

成のため、 改めて受診が必要なこと があり ま

す。

③日頃から、 主治医をも ち、 必要に応じ て主治

医意見書予診票も ご利用く ださ い。

④ 6 5 歳未満（ 第2 号被保険者）の場合は、 特定

疾病（ 介護保険法施行令で定める 1 6 の疾病）

に該当する方が申請できます。

　 申請書には、 特定疾病の詳細を把握し ている

主治医を記載し てく ださ い。

※認定審査会の意見に基づき有効期間の延長や短縮を行います。

申請区分等
原則の

認定有効期間

設定可能な認定有効

期間の範囲※

新規申請
・

変更申請
6 か月 3 か月〜 1 2 か月

更新申請 1 2 か月 3 か月〜 4 8 か月

Ｑ１ どんなこと を 聞かれる のですか？

Ａ１ 調査は全国共通で、7 4 項目の基本調査（ 一部動

作確認あり ）と 家族状況や住宅環境などにつ

いての概況調査を 、 聞き 取り 等で行います。

本人の心身の状態や介護の状況について、 調

査の時の様子だけでなく 、 日頃の状況につい

ても お聞きします。

Ｑ２ 家族は同席し ても 良いのでしょう か？

Ａ２ 本人だけでは十分に伝えら れないと 考えられる

ときは、 家族等の同席をお願いします。

Ｑ３ 誰が来る のですか？

Ａ 3 新規・ 変更申請は、事務受託法人の認定調査員。

更新申請は、 あんし んすこやかセンタ ー併設の居

宅介護支援事業所の認定調査員がお伺いします。

　  なお、 認定調査員は介護支援専門員等の資格

を 持ち、 神戸市の認定調査員研修を 受講し た

者です。

Ｑ 4  調査はいつ・ どこ で受けるのですか。

Ａ 4 原則、 平日9 時〜 1 7 時の間で行います。 適正
な介護度を 認定するため、 認定調査は概ね1
週間程度状況が安定し てから 受けら れるよう 、
日程を 調整し てく ださ い。 また、 認定調査は

原則日頃の状況を把握できる場所で行います。

（ デイ サービ スや店舗など、 日中のみ滞在す

る場で行うことはできません。）

○認定調査や主治医意見書で把握し た心身の状態の情報が、 全国共通のコ ンピュータ ソフト によって、

統計データ にもと づいて推計さ れた介護の時間に置き 換えら れ、要介護度が示さ れます。（ 一次判定）

○介護認定審査会では、 一次判定結果や認定調

査票特記事項、 主治医意見書を も と に、 対象

者固有の介護の手間について

審査を 行い、 最終的な要介護

度を判定します。（ 二次判定）
非該当

要支援
1

要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
要支援2

要介護1

推計さ れた介護の時間

2 5分 32分 5 0分 70分 9 0分 110 分

※「 要支援2 」と「 要介護 1 」は推計さ れた介護の時間では同じ 区分で、「 認知機能の低下」と

「 状態の安定性」の観点から 、 介護認定審査会で審査・ 判定し ています。

■ 要介護認定を受けるにあたっての注意事項

● 認定調査についてのＱ＆Ａ ● 主治医意見書についての注意事項

● 要支援・ 要介護認定 有効期間一覧表

■ 要介護度の判定
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ケアマネジャー等が、 本人や家族の希望を 聴き ながら ケアプランを作成し 、 サービス提供事業

者と の利用調整や予約を行います。

３ ．「 ケアプラン」 の作成

「 要支援1・ 2 」と

認定さ れた方

「 事業対象者」 に

該当し た方

総合事業の

サービスを

利用する場合

介護予防サービス・

総合事業のサービスを

利用する場合

在宅サービスを利用する場合

「 あんし んすこやかセンタ ー

（ 地域包括支援センタ ー）」と 契約
「 えがおの窓口」と 契約

契約し た「 あんし んすこやかセンタ ー」または「 えがおの窓口」にケアプランの作成を依頼します。

１ ．ケアプラン作成を依頼する

届出書については、 ケアプランの作成を依頼し た「 あんし んすこやかセンタ ー」または「 えがおの

窓口」にご相談く ださ い。 届出には保険証の添付が必要です。

※事業対象者の方は、「 介護予防ケアマネジメ ント 依頼届出書」と「 基本チェ ッ ク リ スト 」を提出

２ ．「 ケアプラン作成依頼届出書」 等を神戸市へ提出

ケアプランにもと づいて、 サービスを利用します。

６ ．介護保険サービスの利用

「 要介護1〜5」と 認定さ れた方

サービス提供事業者から 、 利用するサービスについて具体的な説明をう けます。 介護の方法や

金額・ 解約手続きなどについて書かれた書類（ 重要事項説明書）の内容をよく 確認しましょう 。

４ ．サービス内容の説明

利用するサービスが決まったら 、 それぞれのサービス提供事業者と 契約します。

５ ．サービス提供事業者と 契約

■ ケアプランの作成から サービス利用まで

注

　 　 一部の「 えがおの窓口」 では要支援 1・ 2 の方にも 対応し ています。（ 介護予防サービス・ 支援計画）

　 　 要支援 1・ 2 対応の「 えがおの窓口」 については神戸市ホームページよりご確認く ださ い。

ケアプランの作成

注
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施設の担当者から 、 施設で受けら れるサービ スについての具体的な説明を 受けます。 介護の

方法や金額などについて書かれた書類（ 重要事項説明書）の内容をよく 確認しましょう 。

２ ．サービス内容の説明

入所を希望する施設が決まったら 、 その施設と 契約し ます。

３ ．介護保険施設と 契約

入所し た施設で、 施設のケアマネジャーが本人にあったケアプランを作成し ます。

４ ．施設での「 ケアプラン」 の作成

ケアプランにもと づいてサービスが提供さ れます。

５ ．施設サービスの利用

　 介護サービスは、 利用者と「 あんし んすこやかセンタ ー」や「 えがおの窓口」、 個々のサー

ビス提供事業者・ 介護保険施設と の「 契約」に基づいて提供さ れるも のです。 利用者と 事

業者の間のト ラブルの多く は、説明不足や理解不足が原因と なりますので、契約時には「 具

体的なサービス内容」「 利用料」「 苦情対応窓口」「 解約手続き」などをしっかり 確認するこ

と が大切です。「 重要事項説明書」や「 契約書」の内容について不明な点があれば、 理解で

きるまで説明を求めましょう 。

「 えがおの窓口」に相談し 施設を紹介し てもらう か、 直接施設へ申し 込みます。

※特別養護老人ホームの申し 込みについてはP2 7 の「 特別養護老人ホームの入所指針」参照

１ ．介護保険施設の選択

「 要介護1〜5」と 認定さ れた方

施設サービスを利用する場合

介護事業者と 契約すると きの注意点
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「 要介護1 〜 5」の方が利用できるサービス

（ 介護サービス）

在
宅
サ
ー
ビ
ス

自宅で利用するサービス

訪問介護（ ホームヘルプサービス）

P2 1夜間対応型訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

P2 2
訪問リハビリテーショ ン

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

居宅療養管理指導

施設に通って利用するサービス

通所介護（ デイサービス）

P2 3地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーショ ン（ デイケア） P2 4

短期間施設に入所し て利用するサービス

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）
P2 4

短期入所療養介護（ ショ ート ステイ ）

生活環境を整えるサービス

福祉用具貸与 P2 4

特定福祉用具販売
P2 5

住宅改修

その他のサービス

特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホームなど）
P2 5

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

P2 6認知症対応型共同生活介護（ グループホーム）

居宅介護支援（ ケアプランの作成）

神戸市独自のサービス

ミド ルステイサービス

P2 6緊急一時保護サービス

災害時ショ ート ステイ サービス

「 要支援1・ 2 」の方が利用できるサービス

（ 介護予防サービス）

自宅で利用するサービス

介護予防 訪問入浴介護

P2 8介護予防 訪問看護

介護予防 訪問リハビリテーショ ン

介護予防 居宅療養管理指導 P2 9

施設に通って利用するサービス

介護予防 認知症対応型通所介護
P2 9

介護予防 通所リハビリテーショ ン（ デイケア）

短期間施設に入所し て利用するサービス

介護予防 短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）
P3 0

介護予防 短期入所療養介護（ ショ ート ステイ ）

生活環境を整えるサービス

介護予防 福祉用具貸与

P3 0特定介護予防 福祉用具販売

介護予防 住宅改修

その他のサービス

介護予防 特定施設入居者生活介護 ( 有料老人ホームなど）

P3 1
介護予防 小規模多機能型居宅介護

介護予防 認知症対応型共同生活介護（ グループホーム）

介護予防支援（ ケアプランの作成）

神戸市独自のサービス

緊急一時保護サービス P3 1

「 事業対象者」「 要支援1 ・ 2 」の方が

利用でき るサービス（ 総合事業サービス）

自宅で利用するサービス

介護予防訪問サービス

P3 2生活支援訪問サービス

住民主体訪問サービス

施設に通って利用するサービス

介護予防通所サービス
P3 3

フレイ ル改善通所サービス

その他のサービス

介護予防ケアマネジメ ント（ ケアプランの作成） P3 3

65 歳以上の神戸市民の方どなたでも

利用できるサービス（ 総合事業サービス）

一般介護予防事業 P3 3

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護老人福祉施設（ 特別養護老人ホーム）

P2 7介護老人保健施設（ 老人保健施設）

介護医療院

介護保険サービスの種類
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夜間にホームヘルパーが自宅を訪問して、排せつの介助や日常生活上の世話を行います。

浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問して、入浴の介助などを行います。

※全身入浴が困難で、 清拭または部分浴を実施し た場合→所定単位数の9 0 /１００

1 回につき 1 ,2 6 6 単位

○商品の販売や農作業などの生業の援助的な行為

○主とし て家族の利便に供する行為または家族

が行う こと が適当であると 判断さ れる行為

　（ 例： 利用者以外の方にかかる 洗濯 ･ 調理・

買い物など、 主とし て利用者が使用する居室

など以外の掃除、 来客の応接など）

○ホームヘルパーが行わなく ても 日常生活を営

むのに支障が生じ ないと 判断さ れる行為

　（ 例：草むしり 、 花木の水やり 、 ペット の世話など）

○日常的に行われる家事の範囲を超える行為

　（ 例： 家具 ･ 電気器具などの移動・ 修繕・ 模

様替え、 大掃除、 床のワックスがけなど）

次のよう な行為は、 介護保険サービスの

対象範囲に含まれません。

　 ホームヘルパーが自宅を 訪問し 、 入浴・ 食事・ 排せつの介助

などの「 身体介護」、 調理・ 洗濯・ 掃除・ ご み出し などの「 生活

援助」を 行います。 通院等の際に、 ホームヘルパーが運転する

車に乗り 、 乗車前、 乗車後の屋内外で の移動・ 準備等の介助

を 受ける「 通院等乗降介助」も あり ます。

　「 生活援助」等については自力や家族等で行う こと が難し いか

どう かなどを 個別に判断し ます。

2 0 分以上4 5 分未満 ――――1 7 9 単位

4 5 分以上 ――――――――2 2 0 単位

生活援助中心

※夜間・ 早朝加算→2 5 % 加算、

　 深夜加算→5 0 % 加算

※初回加算→2 0 0 単位／月

※緊急時訪問介護加算→1 0 0 単位／回

※２人の訪問介護員による場合→1 0 0％加算

+ 3 0 分増す毎に8 2 単位加算

2 0 分未満 ――――――――1 6 3 単位

2 0 分以上3 0 分未満 ――――2 4 4 単位

3 0 分以上1 時間未満 ――――3 8 7 単位

1 時間以上 ――――――――5 6 7 単位

身体介護中心

（ 片道につき 9 7 単位／回）

※交通運賃が別に必要です。

※夜間・ 早朝加算→2 5 % 加算、

　 深夜加算→5 0 % 加算

通院等のための乗車・ 降車の介助

「 要介護1〜5 」の方が利用できる在宅サービス

■ 自宅で利用するサービス

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

● 訪問介護（ ホームヘルプサービス）

● 夜間対応型訪問介護

● 訪問入浴介護

※院内介助は対象外ですが、 場合により 算定対象と な

り ます。 ①適切なケアマネジメ ント を 行ったう えで、

②院内スタッ フ 等による対応が難しく 、 ③利用者が

介助を必要と する心身状態であること 、 が必要です。
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看護師などが自宅を 訪問し て、 病状の観察やねたきり 、 床ずれ予防のための

ケアなどを行います。

※夜間・ 早朝加算→２５％加算、 深夜加算→５０％加算

※緊急時訪問看護加算→3 1 5 ～ 6 0 0 単位／月

介護報酬の単位数（ 一例）

２０ 分未満 ――――――――――― 3 1 4 単位

３０ 分未満 ――――――――――― 4 7 1 単位

3 0 分以上1 時間未満 ――――――８2 3 単位

１ 時間以上１ 時間３０ 分未満 ―――１,1 2 8 単位

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問（ 1 回につき）

　 　 　 　 　 　 　 　 　      ―――― 2 9 4 単位

２０ 分未満 ――――――――――― 2 6 6 単位

３０ 分未満 ――――――――――― 3 9 9 単位

3 0 分以上1 時間未満 ―――――― 5 7 4 単位

１ 時間以上１ 時間３０ 分未満 ―――― 8 4 4 単位

指定訪問看護ステーショ ンの場合 病院または診療所の場合

医師、 歯科医師、 薬剤師、 管理栄養士などが、 家庭を 訪問し 、

療養上の管理や指導を行います。

同一建物居住者以外　５15 単位　 ※月2 回限り

医師が行う 場合

（ 注）ただし 、 がん末期の患者等は、 薬局の薬剤師が

行う 場合、1 週間に2 回かつ、1 か月に8 回が限度

です。

同一建物居住者以外　５18 単位　 ※月4 回限り（ 注）

薬局の薬剤師が行う 場合

同一建物居住者以外　５66 単位　 ※月2 回限り

医療機関の薬剤師が行う 場合

一体型事業所の場合

日中・ 夜間を通じ て、 一日複数回の定期訪問と 緊急時などの随時対応を、 訪問介護の事業者

と 訪問看護の事業者が密接に連携し ながら 提供するサービスです。

○定期巡回のサービスの内容

　 おむつ交換、 排せつ介助、 体位変換、 じょく そ

う の処置、 水分補給など

○随時対応のサービスの内容

事業所は2 4 時間対応のオペレータ ーを配置し 、

利用者にはコ ール端末を 貸与し て、 随時オペ

レータ ーに連絡できるよう にし ます。 オペレー

タ ーは、利用者の基本情報、緊急時の対応方法、

過去の経緯等を確認し ながら、 コ ール内容を総

合的かつ的確に判断し 、 必要に応じてヘルパー

の訪問要請や看護師等へ対応の相談を おこ な

います。

※負担料金は月額で定額と なります。

※総合マネジメ ント 体制強化加算

　 　 　 　 　 　 　 　 →8 0 0 単位または1 ,2 0 0 単位／月

要介護

1

要介護

2

要介護

3

要介護

4

要介護

5

訪問看護

あり

7 ,9 4 6
単位

1 2 ,4 1 3
単位

1 8 ,9 4 8
単位

2 3 ,3 5 8
単位

2 8 ,2 9 8
単位

訪問看護

なし

5 ,4 4 6
単位

9 ,7 2 0
単位

1 6 ,1 4 0
単位

2 0 ,4 1 7
単位

2 4 ,6 9 2
単位

理学療法士や作業療法士または言語聴覚士が自宅を 訪問し 、 機能回復

訓練などを行います。

1 回（ 2 0 分以上）につき 3 0 8 単位

※短期集中リハビリテーショ ン実施加算→2 0 0 単位／日

　 退院・ 退所日または認定日から ３ か月以内で１ 週につき おおむね２ 日以上実施

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

● 定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

● 居宅療養管理指導

● 訪問看護

● 訪問リ ハビリテーショ ン
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利用定員１８ 名以下の小規模なデイ サービスセンタ ーなどにおいて、 入浴や食事の提供、 機能

訓練などを受けます。

※所要時間　 9 時間以上1 0 時間未満→5 0 単位加算　 1 1 時間以上1 2 時間未満→1 5 0 単位加算　 1 3 時間以上1 4 時間未満→2 5 0 単位加算

※入浴介助加算→4 0 単位または5 5 単位／日 ※個別機能訓練加算（ Ⅰ）→5 6 単位または7 6 単位／日

※療養通所介護については、1 2 ,7 8 5 単位／月

主な所要時間 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

5 時間以上 6 時間未満 6 5 7 単位 7 7 6 単位 8 9 6 単位 1 ,0 1 3 単位 1 ,1 3 4 単位

6 時間以上 7 時間未満 6 7 8 単位 8 0 1 単位 9 2 5 単位 1 ,0 4 9 単位 1 ,1 7 2 単位

7 時間以上 8 時間未満 7 5 3 単位 8 9 0 単位 1 ,0 3 2 単位 1 ,1 7 2 単位 1 ,3 1 2 単位

併設型の場合（ 特別養護老人ホームなどに併設さ れている施設）

認知症の高齢者が、 小規模で家庭的な環境の下で入浴、 排せつ、 食事等の介護や機能訓練な

どを受けます。

※所要時間  9 時間以上1 0 時間未満→5 0 単位加算　 1 1 時間以上1 2 時間未満→1 5 0 単位加算　 1 3 時間以上1 4 時間未満→2 5 0 単位加算

※入浴介助加算→4 0 単位または5 5 単位／日 ※個別機能訓練加算（ Ⅰ）→2 7 単位／日

主な所要時間 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

3 時間以上 4 時間未満 4 9 1 単位 5 4 1 単位 5 8 9 単位 6 3 9 単位 6 8 8 単位

4 時間以上 5 時間未満 5 1 5 単位 5 6 6 単位 6 1 8 単位 6 6 9 単位 7 2 0 単位

5 時間以上 6 時間未満 7 7 1 単位 8 5 4 単位 9 3 6 単位 1 ,0 1 6 単位 1 ,0 9 9 単位

6 時間以上 7 時間未満 7 9 0 単位 8 7 6 単位 9 6 0 単位 1 ,0 4 2 単位 1 ,1 2 7 単位

7 時間以上 8 時間未満 8 9 4 単位 9 8 9 単位 1 ,0 8 6 単位 1 ,1 8 3 単位 1 ,2 7 8 単位

8 時間以上 9 時間未満 9 2 2 単位 1 ,0 2 0 単位 1 ,1 2 0 単位 1 ,2 2 1 単位 1 ,3 2 1 単位

通常規模型の場合

デイサービスセンタ ーなどに通い、 入浴や食事の提供、 機能訓練などを受けます。

※所要時間  9 時間以上1 0 時間未満→5 0 単位加算　 1 1 時間以上1 2 時間未満→1 5 0 単位加算　 1 3 時間以上1 4 時間未満→2 5 0 単位加算

※入浴介助加算→4 0 単位または5 5 単位／日 ※個別機能訓練加算（ Ⅰ）→5 6 単位または7 6 単位／日

主な所要時間 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

5 時間以上 6 時間未満 5 7 0 単位 6 7 3 単位 7 7 7 単位 8 8 0 単位 9 8 4 単位

6 時間以上 7 時間未満 5 8 4 単位 6 8 9 単位 7 9 6 単位 9 0 1 単位 1 ,0 0 8 単位

7 時間以上 8 時間未満 6 5 8 単位 7 7 7 単位 9 0 0 単位 1 ,0 2 3 単位 1 ,1 4 8 単位

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

■ 施設に通って利用するサービス

● 通所介護（ デイサービス）

● 地域密着型通所介護

● 認知症対応型通所介護
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併設型の相部屋（ 多床室）の場合
（ 特別養護老人ホームなどに併設さ れている施設）

介護老人保健施設の相部屋（ 多床室）［ 従来型］の場合

※送迎加算（ 片道につき）→1 8 4 単位　

※原則とし て、 認定有効期間の概ね半分の日数を 超

える利用はできません。 また、 連続利用は最大3 0

日までです。

※個別機能訓練加算→5 6 単位

※送迎加算（ 片道につき）→1 8 4 単位

※個別リハビリテーショ ン実施加算→2 4 0 単位/日

※難病や末期がんの要介護者の日帰りでの利用

　 ３時間以上４時間未満　 　  ６6 4 単位

　 ４時間以上６時間未満　 　  ９2 7 単位

　 ６時間以上８時間未満　  １ ,２9 6 単位

※原則とし て、 認定有効期間の概ね半分の日数を超える利

用はできません。 また、 連続利用は最大 3 0 日までです。

特別養護老人ホ ームな ど に短期間入所し 、

介護や日常生活の世話を 受けます。

介護老人保健施設などに短期間入所し 、 介護

や必要な機能訓練を 受けます。

1 日につき

要介護 1 8 3 0 単位 要介護 2 8 8 0 単位

要介護 3 9 4 4 単位 要介護 4 9 9 7 単位

要介護 5 1 ,0 5 2 単位

1 日につき

要介護 1 6 0 3 単位 要介護 2 6 7 2 単位

要介護 3 7 4 5 単位 要介護 4 8 1 5 単位

要介護 5 8 8 4 単位

通常規模の病院または診療所の場合

介護老人保健施設などに通い、 理学療法士や作業療法士による機能回復訓練などを受けます。

※所要時間　 8 時間以上9 時間未満→5 0 単位加算　 １０時間以上１１時間未満→1 5 0 単位加算　 １２時間以上１３時間未満→ 2 5 0 単位加算

※短期集中個別リハビリテーショ ン実施加算

　 → 1 1 0 単位／日（ 退院・ 退所日または認定日から 3 か月以内で１ 週につき おおむね２ 日以上実施）

主な所要時間 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

2 時間以上 3 時間未満 3 8 3 単位 4 3 9 単位 4 9 8 単位 5 5 5 単位 6 1 2 単位

3 時間以上 4 時間未満 4 8 6 単位 5 6 5 単位 6 4 3 単位 7 4 3 単位 8 4 2 単位

4 時間以上 5 時間未満 5 5 3 単位 6 4 2 単位 7 3 0 単位 8 4 4 単位 9 5 7 単位

5 時間以上 6 時間未満 6 2 2 単位 7 3 8 単位 8 5 2 単位 9 8 7 単位 1 ,1 2 0 単位

6 時間以上 7 時間未満 7 1 5 単位 8 5 0 単位 9 8 1 単位 1 ,1 3 7 単位 1 ,2 9 0 単位

7 時間以上 8 時間未満 7 6 2 単位 9 0 3 単位 1 ,0 4 6 単位 1 ,2 1 5 単位 1 ,3 7 9 単位

福祉用具の貸出し を 行います。（ 車いす、 特殊寝台、 床ずれ予防用具、 体位変換器、 手すり 、

スロープ、 歩行器、 歩行補助つえ、 移動用リ フ ト などのレ ンタ ル( 一部販売も 可)）

実際にかかった費用 ※品目、 レンタ ル事業者により 異なります。

※一定の例外と なる方を除き、 要介護度1 の方は車いす（ 付属品を含む）、 特殊寝台（ 付属品を含む）、 床ずれ防

止用具及び体位変換器、 認知症老人徘徊感知機器、 移動用リフト は対象外と なり 、 また要介護1 ～ 3 の方は

自動排泄処理装置（ 尿のみを自動的に吸引するも のを除く ）は対象外と なります。

● 通所リ ハビリテーショ ン（ デイケア） 

● 短期入所生活介護（ ショ ート ステイ）

● 福祉用具貸与

● 短期入所療養介護（ ショ ート ステイ）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

■ 短期間施設に入所し て利用するサービス

■ 生活環境を整えるサービス
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自宅の手すり の取付けや段差解消などの工事費用の一部を支払い

ます。 着工前に「 事前申請」が必要です。

なお、 神戸市独自の助成制度も あります。（ P4 1 参照）

同一被保険者、同一住所地で、改修費用上限2 0 万円の9 割（ または８・

7 割）を支給します。

※いったんは全額を 負担し ていただく こと が原則ですが、 一定の条

件を 満たせば、 はじ めから 費用の 1 割（ または２・ 3 割）の支払いで

済む方法も あります。

特定福祉用具販売および住宅改修の申請窓口は区役所・ 支所ではなく「 神戸市介護保険住宅改修・

福祉用具購入事務センタ ー」です。

介護保険の対象と なる

住宅改修の種類

① 手すり の取付け

② 段差の解消

③ 滑り の防止及び移動の円

滑化等のための床又は通

路面の材料の変更

④ 引き 戸等への扉の取替え

⑤ 洋式便器等への便器の取

替え

⑥ ①〜⑤の住宅改修に付帯

し て必要と なる 住宅改修

1 日につき

要介護 1 5 4 2 単位 要介護 2 6 0 9 単位

要介護 3 6 7 9 単位 要介護 4 7 4 4 単位

要介護 5 8 1 3 単位

有料老人ホームやケアハウスなどに入居し ている方に、 施設が

介護や日常生活上の世話などを提供する介護サービスです。

※家賃、 光熱水費、 食費などは別途必要です。

※認知症専門ケア加算→３ または４ 単位／日

身近な地域にある小規模な施設で、「 通い」のサービスを中心に、 利用者の状態や希望に応じ て

「 訪問」や「 泊まり 」のサービスを提供します。

1 月につき

要介護 1 1 0 ,4 5 8 単位 要介護 2 1 5 ,3 7 0 単位

要介護 3 2 2 ,3 5 9 単位 要介護 4 2 4 ,6 7 7 単位

要介護 5 2 7 ,2 0 9 単位

※初期加算（ 入居日から起算し て 3 0 日以内）→3 0 単位／日

※認知症加算→4 6 0 ～ 9 2 0 単位／月　 　 ※訪問体制強化加算・ 1 ,0 0 0 単位／月

※総合マネジメ ント 体制強化加算・ 1 ,2 0 0 単位または8 0 0 単位／月

※食費、「 泊まり 」の場合の宿泊費等は別途必要です。

※小規模多機能型居宅介護を利用する間は、 訪問看護、 訪問リハビリテーショ ン、 居宅療養管理指導、 福祉

用具貸与以外のサービスは併用できません。 く わしく は、 担当のケアマネジャーに相談し て下さ い。

（ 同一建物に居住する方以外）

〔 腰掛便座、 自動排泄処理装置の交換可能部分、 排泄予測支援機器、 入浴補助用具、 簡易浴槽、

移動用リフト のつり 具の部分、 スロープの一部、 歩行器の一部、 歩行補助つえの一部〕

※都道府県知事（ 政令市、 中核市は当該市長）が指定し た販売事業者から の購入に限ります。

1 年（ 4 月～翌年3 月）あたり 、購入費用上限1 0 万円の9 割（ または８ ・ 7 割）を 支給し ます。

※いっ たんは、 全額を 負担し ていただき ます。

自立支援のための特定福祉用具を購入する費用の一部を支払います。

● 住宅改修

● 特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホーム・ 介護型ケアハウスなど）

● 小規模多機能型居宅介護

● 特定福祉用具販売

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

■ その他のサービス

サービス費用と 利用者負担

サービス費用と 利用者負担

P.4

介護保険の

し く み

P.6

加入者と

保険証

P.8

保険料の

し く み

P.13

介護保険による

サービスの利用

P.20

介護保険サービス

の種類

P.34

介護保険サービス

にかかる費用

P.41

介護保険外の

サービス

P.42

介護保険サービス

の利用にあたって

P.43

相談窓口



認知症の高齢者を対象に、 共同生活を通じ

て、日常生活の世話や機能訓練を行います。

※初期加算（ 入居日から 起算し て３０日以内）→3 0 単位/日

※家賃、 光熱水費、 食費などは別途必要です。

ケアマネジャーが、 本人や家族の希望を 尊重

し て、 適切な介護サービスの利用計画を 立て

ます。

要介護度及び担当件数により

3 1 6 単位〜 1 ,4 1 1 単位

※自己負担はありません。

※「 月に1 回以上の利用者宅訪問」など

    一定の要件を満たさ ない場合→５０％減額

1 日につき（ ２ ユニッ ト ） 短期利用（ 3 0 日以内）
の場合

要介護 1 7 5 3 単位 7 8 1 単位

要介護 2 7 8 8 単位 8 1 7 単位

要介護 3 8 1 2 単位 8 4 1 単位

要介護 4 8 2 8 単位 8 5 8 単位

要介護 5 8 4 5 単位 8 7 4 単位

主たる介護者が入院等により 介護ができ ない場合、 退院までで最長3 か月まで（ 介護者が入院

以外の社会的理由は、7 日間以内）短期入所により 必要な介護を 受けます。

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）と 同じ

養護者による高齢者虐待により 一時的に避難する緊急の必要性があると 認めら れた場合に、 原則

７日間まで、 短期入所により 必要な介護を受けます。

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ）と 同じ

震災、 風水害、 火災等の災害等により 、 一時的に居宅等において日常生活ができ ない場合に、

7 日間まで短期入所により 必要な介護を 受けます。

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）と 同じ

● 認知症対応型共同生活介護
　  （ グループホーム）

● 居宅介護支援
　  （ ケアプランの作成）

介護報酬の単位数（ 一例）

サービス費用と 利用者負担

サービス費用と 利用者負担

介護報酬の単位数（ 一例）

■ 神戸市独自のサービス

● 災害時ショ ート ステイサービス

● 緊急一時保護サービス

● ミ ド ルステイサービス

サービス費用と 利用者負担

「 小規模多機能型居宅介護」と「 訪問看護」の一体的なサービスを提供します。

● 看護小規模多機能型居宅介護

26

P.4

介護保険の

し く み

P.6

加入者と

保険証

P.8

保険料の

し く み

P.13

介護保険による

サービスの利用

P.20

介護保険サービス

の種類

P.34

介護保険サービス

にかかる費用

P.41

介護保険外の

サービス

P.42

介護保険サービス

の利用にあたって

P.43

相談窓口



生活介護が中心の施設

「 要介護1〜5 」の方が利用できる施設サービス

常に介護を必要とし 、 在宅介護が困難な要介護者を対象と

し て、 日常生活の世話や機能訓練を行う 施設です。

※初期加算（ 入所日から 起算して３０日以内) →３０単位/日

1 日につき

要介護 1 6 7 0 単位 要介護 2 7 4 0 単位

要介護 3 8 1 5 単位 要介護 4 8 8 6 単位

要介護 5 9 5 5 単位

1 日につき

要介護 1 5 8 9 単位 要介護 2 6 5 9 単位

要介護 3 7 3 2 単位 要介護 4 8 0 2 単位

要介護 5 8 7 1 単位

相部屋（ 多床室）［ 従来型］の場合

ユニット 型個室の場合

介護やリ ハビリテーショ ンが中心の施設

病状が安定期にある要介護者を対象とし て、 家庭に戻れるよう に看護

や医学的管理のもと での介護、 機能訓練などを行う 施設です。

※初期加算Ⅱ（ 入所日から 起算し て３０日以内) →３０単位/日
1 日につき

要介護 1 7 9 3 単位 要介護 2 8 4 3 単位

要介護 3 9 0 8 単位 要介護 4 9 6 1 単位

要介護 5 1 ,0 1 2 単位

相部屋（ 多床室）［ 従来型］の場合

介護や医療が中心の施設

病状が安定期にある要介護者を対象とし て、 療養上の管理、 看護、 医学的管理のもと での介護

などを行う 施設です。

※初期加算（ 入所日から起算して３０日以内) →３０単位/日
1 日につき

要介護 1 8 3 3 単位 要介護 2 9 4 3 単位

要介護 3 1 ,1 8 2 単位 要介護 4 1 ,2 8 3 単位

要介護 5 1 ,3 7 5 単位

相部屋（ 多床室）の場合 

特別養護老人ホームの入所については、 申込み順では

なく 要介護度や介護者の有無、認知症の程度や在宅サー

ビ スの利用率などを 勘案し て、 施設入所の必要性の高

い方から 入所すること ができるよう 、 神戸市老人福祉施

設連盟と 神戸市が共同で入所申込にあたっての指針を策

定し ています。 施設への申込みは、 ケアマネジャーを通

し て申し 込みいただきます。

※平成2 7 年4 月以降、特別養護老人ホームへの新たな入

所は原則とし て要介護３〜５の方に限定さ れまし た。

　（ 要介護１・ ２の方は、 やむを得ない事情があれば、 特

例的に入所が認めら れる場合があり ます。）

特別養護老人ホームの入所指針介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

● 介護老人福祉施設/特別養護老人ホーム

● 介護老人保健施設

● 介護医療院
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　「 要支援1・ 2 」の方は、 要介護状態が比較的軽度で、 状態の維持・ 改善の可能性が高いため、

より「 自立支援」を目的とし てサービスが提供さ れます。 つまり 、 日常生活上の支援を行う だけ

でなく 、 体を動かし たり 食事内容を見直し たり すること で、 より 活発な日常生活を送れるよう に

なること を目指し た内容と なり ます。 こ の目的をご理解いただいていないと「 せっかく ヘルパー

さ んを頼んだのに、ちゃんとし てく れない」と いった誤解が生じかねませんので、ご注意く ださ い。

また、 サービス提供後には、 サービス提供事業所と あんし んすこやかセンタ ーが介護予防の効

果を評価します。

1 回につき 8 5 6 単位

浴槽を 積んだ入浴車で自宅を 訪問し て、 入浴

の介助などを行います。

※全身入浴が困難で、 清拭または部分浴を 実施し た場合
　
　 →所定単位数の9 0 /1 0 0

自宅での生活行為を 向上さ せるために、 理学療法士や作業療法士、 言語聴覚士の訪問に

よる短期・ 集中的なリハビリテーショ ンを行います。

※短期集中リ ハビリ テーショ ン実施加算→2 0 0 単位／日

　（ 退院・ 退所日または認定日から 3 か月内で１週につき 　 おおむね2 日以上実施）

1 回につき 2 9 8 単位

看護師などが自宅を訪問し て、 療養上の世話または必要な診療の補助を行い

ます。

※夜間・ 早朝加算→２５％加算、 深夜加算→５０％加算

２０ 分未満 ――――――― 3 0 3 単位

３０ 分未満 ――――――― 4 5 1 単位

3 0 分以上1 時間未満 ―― 7 9 4 単位

１ 時間以上１ 時間３０ 分未満 １ ,0 9 0 単位

指定訪問看護ステーショ ンの場合

２０ 分未満 ――――――― 2 5 6 単位

３０ 分未満 ――――――― 3 8 2 単位

3 0 分以上1 時間未満 ―― 5 5 3 単位

１ 時間以上１ 時間３０ 分未満 8 1 4 単位

病院または診療所の場合

「 要支援1・ 2 」の方が利用できるサービス

■ 自宅で利用するサービス

● 介護予防 訪問入浴介護

● 介護予防 訪問看護

● 介護予防 訪問リ ハビリ テーショ ン

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）
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認知症の高齢者が、 小規模で家庭的な環境の下で入浴、 排せつ、 食事等の介護や機能訓練な

どを受けます。

※所要時間

　 ２時間以上３時間未満

　 ４時間以上５時間未満の6 3 %

　 ９時間以上１０時間未満　 　  5 0 単位加算

　 １１時間以上１２時間未満　 １５０単位加算

　 １３時間以上１４時間未満　 ２５０単位加算

※個別機能訓練加算（ Ⅰ）→２７単位/日

※入 浴 介 助 加 算 →4 0 単位または5 5 単位/日

併設型の場合
（ 特別養護老人ホームなどに併設さ れている施設）

主な所要時間 要支援 1 要支援 2

3 時間以上 4 時間未満 4 2 9 単位 4 7 6 単位

4 時間以上 5 時間未満 4 4 9 単位 4 9 8 単位

5 時間以上 6 時間未満 6 6 7 単位 7 4 3 単位

6 時間以上 7 時間未満 6 8 4 単位 7 6 2 単位

7 時間以上 8 時間未満 7 7 3 単位 8 6 4 単位

8 時間以上 9 時間未満 7 9 8 単位 8 9 1 単位

※栄養改善加算 → 2 0 0 単位／月

１ 月につき　 2 ,2 6 8 単位 １月につき　 4 ,2 2 8 単位要支援1 要支援2

介護老人保健施設などで、 介護予防を目的とし たリ ハビリ テーショ ンや利用者の目標にあわ

せたサービスを提供します。

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し て、療養上の管理や指導を行います。

※月2 回限り同一建物居住者以外 ５15 単位

医師が行う 場合

（ 注）ただし 、 がん末期の患者等は、 薬局の薬剤師が行う

場合、1 週間に2 回かつ、1 か月に8 回が限度です。

※月4 回限り（ 注）同一建物居住者以外 ５18 単位

薬局の薬剤師が行う 場合

※月2 回限り同一建物居住者以外 ５66 単位

医療機関の薬剤師が行う 場合

● 介護予防 居宅療養管理指導

● 介護予防 認知症対応型通所介護

● 介護予防 通所リ ハビリテーショ ン（ デイケア）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

■ 施設に通って利用するサービス
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介護老人保健施設の相部屋（ 多床室）の場合
（ １日につき）

※送迎加算（ 片道につき）→1 8 4 単位

※個別リハビリテーショ ン実施加算→2 40 単位/日

※原則とし て、 認定有効期間の概ね半分の日数

を 超える利用はできません。 また、 連続利用

は最大3 0 日までです。

6 1 3 単位要支援14 5 1 単位要支援1 7 7 4 単位要支援25 6 1 単位要支援2

介護老人保健施設などに短期間入所し 、 日

常生活上の支援や介護予防を 目的とし た機

能訓練などを行います。

※一定の例外と なる方を除き、 車いす（ 付属品を含む）、 特殊寝台（ 付属品を含む）、 床ずれ防止用具及

び体位変換器、 認知症老人徘徊感知機器、 移動用リフト 、 自動排泄処理装置（ 尿のみを自動的に吸

引するも のを除く ）は対象外と なります。

手 すり 、 スロープ、 歩行器、 歩行補助つえなど、 自立支援のための福祉用具を貸し 出します。

（ 一部販売も 可）

実際にかかった費用 ※品目、 レンタ ル事業者により 異なります。

自立支援のための特定介護予防福祉用具を購入する費用の一部を支払います。

〔 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部分、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、

移動用リフト のつり 具の部分、 スロープの一部、 歩行器の一部、 歩行補助つえの一部〕

※都道府県知事（ 政令市、 中核市は、 当該市長）が指定した販売事業者からの購入に限ります。

1 年（ 4 月〜翌年3 月）あたり 、 購入費用上限1 0 万円の9 割（ または8・ 7 割）支給します。

※いったんは、 全額を負担し ていただきます。

自宅の手 すり の取付けや段差解消などの工事費用の一部を支払

います。 着工前に「 事前申請」が必要です。

なお、 神戸市独自の助成制度も あります。（ P4 1 参照）

同一被保険者、 同一住所地で、 改修費用上限2 0 万円の9 割（ ま

たは8・ 7 割）支給します。

※いったんは全額を負担していただく ことが原則ですが、 一定の条件を満たせ

ば、 はじめから費用の1 割（ または2・ 3 割）の支払いで済む方法もあります。

介護保険の対象と なる

住宅改修の種類

① 手すり の取付け

② 段差の解消

③ 滑り の防止及び移動の円

滑化等のための床又は通

路面の材料の変更

④ 引き 戸等への扉の取替え

⑤ 洋式便器等への便器の取

替え

⑥ ①〜⑤の住宅改修に付帯

し て必要と なる住宅改修

併設型の相部屋（ 多床室）の場合
（ 特別養護老人ホームなどに併設さ れている施設）（ １日につき ）

※送迎加算（ 片道につき）→1 8 4 単位　

※原則とし て、 認定有効期間の概ね半分の日数

を 超える利用はできません。 また、 連続利用

は最大3 0 日までです。

特別養護老人ホームなどに短期間入所し 、

日常生活上の支援や介護予防を目的とし た

機能訓練などを受けます。

● 介護予防 短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）

● 介護予防 福祉用具貸与

● 介護予防 住宅改修

● 特定介護予防 福祉用具販売

● 介護予防 短期入所療養介護（ ショ ート ステイ ）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

サービス費用と 利用者負担

サービス費用と 利用者負担

介護報酬の単位数（ 一例）

■ 短期間施設に入所し て利用するサービス

■ 生活環境を整えるサービス

特定介護予防福祉用具販売および介護予防住宅改修の申請窓口は区役所・ 支所ではなく「 神戸市介

護保険住宅改修・ 福祉用具購入事務センタ ー」です。
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１ 日につき　 7 6 1 単位　 　 　 短期利用（ ３０日以内）の場合／ １ 日につき　 7 8 9 単位

※初期加算（ 入居日から 起算し て３０日以内）→3 0 単位/日　 ※家賃、 光熱水費、 食費などは別途必要です。

認知症の高齢者が少人数で共同生活をし な がら 、 日常生活上の支援や機能訓練などを 受

けます。

※「 要支援 1 」の方は利用できません。

介護予防短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）と 同じ

養護者による 高齢者虐待により 一時的に避難する 緊急の必要性があると 認めら れた場合

に、 原則７日間まで、 短期入所により 必要な介護を 受けます。

4 4 2 または4 7 2 単位/月ですが、 自己負担はありません。

あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）、 えがおの窓口㊟の職員やケアマネ

ジャーが本人や家族の希望を 尊重し て、 適切な介護予防サービ スの利用計画を 立てます。

有料老人ホームなどに入所し ている方に、 日常生活上の世話や

機能訓練及び療養上の世話を提供します。

※家賃、 光熱水費、 食費などは別途必要です。

１ 日につき　 1 8 3 単位　 　 　 　 　 　 　１日につき　 3 1 3 単位要支援1 要支援2

１ 月につき　 3 ,4 5 0 単位　 　 　 　 　 　 　１ 月につき　 6 ,9 7 2 単位

１ 月につき　 3 ,1 0 9 単位　 　 　 　 　 　 　１ 月につき　 6 ,2 8 1 単位

要支援1

要支援1

要支援2

要支援2

身近な地域にある小規模な 施設で、「 通い」のサービ スを 中心に、 利用者の状態や希望に

応じ て「 訪問」や「 泊まり 」のサービ スを 提供し ます。

※初期加算（ 入居日から起算し て 3 0 日以内）→3 0 単位／日

※食費、「 泊まり 」の場合の宿泊費等は別途必要です。

※介護予防小規模多機能型居宅介護を利用する間は、 介護予防訪問看護、 介護予防訪問リハビリテーショ

ン、 介護予防居宅療養管理指導、 介護予防福祉用具貸与以外のサービスは併用できません。

　 詳しく は、 担当のケアマネジャーに相談し て下さ い。

（ 同一建物に居住する方以外）

（ 同一建物に居住する方）

■ その他のサービス

■ 神戸市独自のサービス

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

● 介護予防 特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホームなど）

● 介護予防 小規模多機能型居宅介護

● 介護予防 認知症対応型共同生活介護（ グループホーム）

● 介護予防支援（ ケアプランの作成）

● 緊急一時保護サービス

サービス費用と 利用者負担

㊟　 一部の「 えがおの窓口」 のみ要支援 1・ 2 の方にも 対応し ています。

　 　 要支援 1・ 2 対応の「 えがおの窓口」 については神戸市ホームページよりご確認く ださ い。
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基本チェ ッ ク リ スト は、 あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）で実施する生活

機能の状態を 確認する 2 5 項目の質問票です。 第1 号被保険者（ 6 5 歳以上）の方で、 生活機能

の低下がみら れた方に対し て実施し ます。 基本チェ ッ ク リ スト によ り 、 生活機能の低下が確

認さ れた場合には「 事業対象者」と なり 、 必要に応じ て総合事業によ る サービ スを 利用する こ

と ができ ます。「 事業対象者」の有効期間は原則2 4 か月です。

※要介護認定の結果が非該当の方も 、 基本チェ ッ ク リ スト を 受ける こ と ができ ます。

※第２ 号被保険者(4 0 〜 6 4 歳) の方は、 基本チェ ッ ク リ スト 実施の対象外です。 要介護・ 要支援

　 認定の申請を 行っ て下さ い。

基本チェックリ スト と は…

　 いつまでも 住み慣れた地域で自分らしく 暮らし 続けるためには、 ご自身でできること を 活かし な

がら 生活すること が重要です。 介護予防・ 日常生活支援総合事業では、こ れまでのサービスに加え、

みなさ んの介護予防の取り 組みや日常生活の自立を支援し ていきます。

介護予防・ 日常生活支援総合事業

総合事業の訪問型・ 通所型サービス

［ 対象者］・ 要支援1・ 2

　 　 　 　 ・ 基本チェ ッ ク リ スト（ ※）で生活機能の低下がみら れた方( 事業対象者)

N PO 法人等のボランティ アにより 、 掃除、 買い物などの生活の援助を提供します。

※介護報酬の単位設定はあり ません。 サービ ス内容や利用者負担、 サービ ス提供地域は提供する 団

体によ っ て異なり ますので、詳細については、あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援セン タ ー）

にお問い合わせく ださ い。

ホームヘルパーが自宅を訪問し 、 身体介護や生活の援助を行う も のです。

家事援助等については自力や家族等で行う こと が難し いかどう かなどを個

別に判断し 、 利用者の自立をお手 伝いし ながら 提供します。

１ 週間に１ 回程度の利用— — — — 1 ,1 7 6 単位/月

１ 週間に2 回程度の利用— — — — 2 ,3 4 9 単位/月

１ 週間に2 回程度超の利用— — — 3 ,7 2 7 単位/月

要支援１・ ２・ 事業対象者

要支援１・ ２・ 事業対象者

市の定める研修を修了し た方等が自宅を訪問し 、生活の援助を行う も のです。

家事援助等については自力や家族等で行う こと が難し いかどう かなどを個別

に判断し 、 利用者の自立をお手 伝いし ながら 提供します。

１ 週間に１ 回程度の利用— — — — — 9 4 1 単位/月

１ 週間に2 回程度の利用— — — — 1 ,8 7 9 単位/月

１ 週間に2 回程度超の利用— — — 2 ,9 8 2 単位/月

■ 自宅で利用するサービス

● 住民主体訪問サービス

● 生活支援訪問サービス

● 介護予防訪問サービス

介護報酬の単位数（ 一例）

介護報酬の単位数（ 一例）

h ttp s: //w w w .c ity . k o b e . l g . j p /a 4 6 2 1 0 /b u sin e ss/a n n a itsu ch i/k a ig o serv ice /

so ugo uzig yo u/ind ex.h tm l

● 神戸市のホームページ（  介護予防・ 日常生活支援総合事業）
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フレイ ル改善のための栄養（ 食・ 口腔）、 運動、 社会参加をバランスよく 取り 入れた 6 ヵ 月間のプ

ログラ ムです。 宿題の提供や提案を 行い、 自宅や地域でのフレイ ル改善の取り 組みの継続を支

援します。 サービス利用中から 利用者の目標に向けた地域での様々な健康づく りや社会参加がで

きるよう 支援します。

資料代： 1 回2 0 0 円（ 月8 0 0 円） ※介護報酬の単位設定はありません。

デイ サービスセンタ ーなどに通い、 生活機能を 向上さ せるため、 食事等の日常生活上の支援な

どのほか、 利用者の心身の状態や目標にあわせたサービスを提供します。

ケアプラン作成者が、 本人や家族の希望を 尊重し て、 本人とと も に

心身の状態に合わせた目標を設定し 、 適切な総合事業サービスの利

用計画を立てます。

地域交流センタ ーや集会所などで、 週１回程度、 介護予防につながる活動をし ています。

体操やレクリ エーショ ン、給食、専門職による介護予防講座等、様々なメ ニューを提供し ています。

その他、 地域にはサロン、 体操教室など自主的に運営さ れている気軽に立ち 寄れるつどいの場

があり ます。 詳細については、 あんし んすこやかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）にお問い合

わせく ださ い。

【 申　 込　 先】 あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）

【 利用者負担】 開催場所により 異なり ます

※お近く の開催場所を ご案内し ます

※お住まいの地域を 担当するあんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）にお問い合わせ下さ い。

2 2 1 単位〜 4 4 2 単位 ※自己負担はありません。

一般介護予防事業

［ 対象者］ 6 5 歳以上の高齢者

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 ,7 9 8 単位/月

１ 週間に1 回程度の利用— — — — — — — — — — — — — — — — 1 ,7 9 8 単位/月

１ 週間に2 回程度の利用— — — — — — — — — — — — — — — — 3 ,6 2 1 単位/月

要支援1・ 事業対象者

要支援２

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 ,5 2 8 単位/月

１ 週間に1 回程度の利用— — — — — — — — — — — — — — — — 1 ,5 2 8 単位/月

１ 週間に2 回程度の利用— — — — — — — — — — — — — — — — 3 ,0 7 8 単位/月

要支援1・ 事業対象者

要支援２

■ 施設に通って利用するサービス

■ その他のサービス

● 介護予防通所サービス

● フレイ ル改善通所サービス

● 介護予防ケアマネジメ ント（ ケアプランの作成）

● 地域拠点型一般介護予防事業

介護報酬の単位数（ 一例）

時間短縮型（ ３時間未満）での利用の場合

介護報酬の単位数（ 一例）
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本人の
合計所得金額※1 が
22 0 万円以上

年金収入※2 ＋その他の合計所得金額の合計額※3 が

単身世帯で 34 0 万円以上、 または2 人以上世帯で 4 63 万円以上

年金収入※2 ＋その他の合計所得金額の合計額※3 が

単身世帯で 2 80 万円以上340 万円未満、 または2 人以上世帯で

3 46 万円以上4 63 万円未満

年金収入※2 ＋その他の合計所得金額の合計額※3 が

単身世帯で 2 80 万円以上、 または2 人以上世帯で 34 6 万円以上

年金収入※2 ＋その他の合計所得金額の合計額※3 が

単身世帯で 2 80 万円未満、 または2 人以上世帯で 34 6 万円未満

本人の
合計所得金額※1 が
160 万円以上
22 0 万円未満

本人の
合計所得金額※1 が
160 万円未満

6 5
歳
以
上
の
方

3 割
負担

2 割
負担

1 割
負担

　 介護保険サービ スを 利用し たと き は、 サービ スにかかっ た費用のう ち 下記の基準によ り 判定

さ れた負担割合分を 利用者が負担し 、 残り は神戸市が事業者に支払います。 なお、 施設サービ

スを 利用する際等の食費・ 居住費（ 滞在費）・ 日常生活費等は、 原則と し て利用者が負担し ます。

※１  合計所得金額と は、収入金額から 必要経費を控除し た所得金額の合計額で、 「 基礎控除」「 配偶者控除」「 社

会保険料控除」 「 医療費控除」などの所得控除前の金額です。 株式譲渡所得など申告分離課税の所得金額

を含み、 退職所得、 雑損失、 繰越損失は含みません。

　 　  なお、 介護保険の負担割合の判定では、 給与所得及び公的年金等に係る雑所得金額の合計から 10  万円

控除（ ただし 、 控除後、 合計額が0 円を 下回る場合は0 円と する）し た額で合計所得金額を 算定し 直し、

土地建物等の譲渡所得に係る特別控除がある場合は、 さ ら に特別控除額を差し 引いて算定し ます。

※２  P8 参照

※３  ※１ に租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項に定める所得金額調整控除額を加え、 そこ から 公的

年金等に係る雑所得金額を差し 引いて算定し ます。

注　  第2 号被保険者（ 40 歳以上6 5 歳未満の方）、 市区町村民税非課税の方、 生活保護受給者は上記にかかわ

ら ず1 割負担

注　 世帯員の人数については、65 歳以上の世帯員のみ判定対象と なり ます。

　 負担割合が記載さ れた負担割合証が発行さ れます。

　 介護保険のサービ ス を 利用する と き には、 保険証（ 被

保険者証）と と も に負担割合証の提示が必要です。

Ａ 欄　 負担割合(１ 割、 ２ 割、 3 割)が記載さ れます。

Ｂ 欄　 負担割合の適用期間が記載さ れます。

A B

表面

■ サービスを利用し たと きの利用者負担

■ 負担割合の判定基準について

■ 介護保険の負担割合証

要介護（ 要支援） 認定等の

有効期間満了日が令和 8 年

8 月以降の方

令和 8 年 7 月中旬に送付し ます。

こ れから 新たに要介護 ( 要

支援 ) 認定等を受ける方

要介護 ( 要支援 ) 認定等決定時に、

介護保険証と 一緒に送付し ます。

介護保険サービスにかかる費用
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　 次のよ う な介護保険対象外の特別なサービ スを 受けよ う と する 場合には、 保険の１ 割（ また

は２ ・ 3 割）負担と は別に利用者負担が必要と なるこ と があり ます。

１.在宅サービスにおいて、事業所の通常の実施地域外でサービスを利用するときの交通費

2 .介護保険対象外の上乗せサービスや、ケアプランで決められた内容以外のサービスを受けるときなど

3 .特別な室料（ ショ ート ステイ・ 施設サービス）利用者の特別な希望に基づく 居住環境

4 .特別な食費（ ショ ート ステイ・ 施設サービス）利用者の特別な希望に基づく メ ニュー、食材など

理美容代や私物の洗濯物代などのこと です。

食材料費と 調理費相当が利用者負担になります。

（ 認知症対応型共同生活介護については「 食材料費」のみ）

居住環境に応じ て設定さ れます。

個　 室…………………………室料＋光熱費相当

相部屋（ 2 人以上の部屋）……室料＋光熱費相当

※相部屋を利用し ている場合で、 感染症等により 、 医師が処遇上個室への入室が必要と 判断し た方については、

一定期間、 利用者負担は相部屋の室料及び光熱水費相当と なります。

※各施設の食費・ 居住費（ 滞在費）の額は、 各施設にお問い合わせく ださ い。

※食費・ 居住費（ 滞在費）は全額利用者負担ですが、 負担軽減制度があります（ P39 参照）。

※食費については、認知症対応型共同生活介護は食材料費のみ利用者負担と なり ます。

自宅で利用するサービス

訪問介護（ ホームヘルプサービス）など㊟

生活環境を整えるサービス
福祉用具貸与など

サービス

費用の１割
（ または、２・ 3 割）

施設に通って利用するサービス
通所介護（ デイ サービス）など㊟

サービス

費用の１割
（ または、２・ 3 割）

食　 費 日常生活費

短期入所し て利用するサービス

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）など

サービス
費用の１割

（ または、２・ 3 割）

（ おむつ代を 含む）

食　 費 滞在費 日常生活費

その他のサービス
特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホームなど）

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護（ グループホーム）など

サービス

費用の１割
（ または、２・ 3 割）

食　 費 家　 賃
宿泊費

日常生活費

施設サービス
介護老人福祉施設（ 特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設（ 老人保健施設）

介護医療院

サービス
費用の１割

（ または、２・ 3 割）

（ おむつ代を 含む）

食　 費 居住費 日常生活費

住民主体訪問サービ ス、一般介護予防事業の利用者負担については、あんし んすこ やかセン タ ー

（ 地域包括支援センタ ー）にご確認下さ い。

注

● 食費

● 日常生活費

● 特別なサービス

● 居住費（ 滞在費）等
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事業者が介護保険のサービスを提供し たときにその対価とし て支払われる報酬を「 介護報酬」と いいます。

１単位10 円を基本とし た上記の地域区分単価により 計算さ れます。

※要支援の方への介護予防サービスも 同様です。

※★印のサービスについては、 事業所の所在地によらない場合があります。

神戸市など 三田市など 明石市など

訪問介護（ ホームヘルプサービス）・ 介護予防訪問サービス★・ 生活支援訪問サービス★

夜間対応型訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護

介護予防支援・ 居宅介護支援・ 介護予防ケアマネジメ ント

1 0 .8 4 円 1 0 .7 0 円 1 0 .4 2 円

訪問リハビリテーショ ン

認知症対応型通所介護

通所リハビリテーショ ン（ デイケア）

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ）

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

1 0 .6 6 円 1 0 .5 5 円 1 0 .3 3 円

通所介護（ デイサービス）・ 介護予防通所サービス★

地域密着型通所介護

短期入所療養介護（ ショ ート ステイ）

特定施設入居者生活介護（ 介護付有料老人ホームなど）

認知症対応型共同生活介護（ グループホーム）

1 0 .5 4 円 1 0 .4 5 円 1 0 .2 7 円

居宅療養管理指導

福祉用具貸与
1 0 .0 0 円 1 0 .0 0 円 1 0 .0 0 円

サービスの種類

施設サービス 1 0 .5 4 円 1 0 .4 5 円 1 0 .2 7 円

　 介護保険では、 要介護度等（「 事業対象者」「 要支援1・ 2 」「 要介護1 〜 5 」）に応じ て、1 か月あたり

のサービスの利用上限額が設けら れています。 上限を超えてサービスを利用し た場合は、 超えた分

は全額利用者負担と なります。

※1 単位あたり の単価は、 サービスによって異なり

ます。

※要支援の方への介護予防サービスも 同様です。

㊟独自の利用上限額があります。（ P2 4 、2 5 、3 0 参照）

介護保険の給付分 利用者負担

利用上限額 超えた分

９ 割（ または８・ 7 割）９ 割（ または８・ 7 割） １割（ または２・ 3 割）１割（ または２・ 3 割）

区　 分 1 か月あたり の利用上限額

事業対象者

　 5 ,0 3 2 単位／月

要支援 1

要支援 2 1 0 ,5 3 1 単位／月

要介護 1 1 6 ,7 6 5 単位／月

要介護 2 1 9 ,7 0 5 単位／月

要介護 3 2 7 ,0 4 8 単位／月

要介護 4 3 0 ,9 3 8 単位／月

要介護 5 3 6 ,2 1 7 単位／月

次のサービスについては、 利用上限額の対象ではありません

自宅で利用するサービス
○居宅療養管理指導

○住民主体訪問サービス

施設に通って利用するサービス ○フレイル改善通所サービス

生活環境を整えるサービス
○特定福祉用具販売㊟

○住宅改修㊟

その他のサービス

○特定施設入居者生活介護

○認知症対応型共同生活介護

　（ 3 0 日以内の短期利用は除く ）

○介護予防支援・ 居宅介護支援・

　 介護予防ケアマネジメ ント

○一般介護予防事業

神戸市独自のサービス
○ミド ルステイ　

○緊急一時保護

○災害時ショ ート ステイ

施設サービス
○介護老人福祉施設　

○介護老人保健施設　

○介護医療院

● 介護報酬
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項　 　 　 　 目 １ヵ月間の介護に要する費用の内訳

サービス費用の 1 割

（ 費　 　 　 用） 871 単位 × 3 0 日
×1 0 .5 4 円＝ 2 78 ,8 8 8 円

（ 栄養マネジメ ント 強化加算） 11 単位 × 3 0 日

（ 保 険 負 担） 278 ,8 8 8 円 × 0 .9 ＝ 2 5 0 ,9 9 9 円

（ 利用者負担） 278 ,8 8 8 円 － 2 5 0 ,8 9 9 円 ＝ 2 7,8 8 9 円

高額介護サービス費（ 次ページ参照）により 　 　 　 　 ＝ 15 ,0 0 0 円 （ A）

食　 　 　 　 　 費 軽減制度（ P3 9 参照）申請により 　 39 0 円 × 3 0 日　 　 ＝ 11,7 0 0 円 （ B）　

居　 　 住　 　 費 軽減制度（ P3 9 参照）申請により 　 43 0 円 × 3 0 日 ＝ 12 ,9 0 0 円 （ C）　

利用者負担の合計 （ A）＋（ B）＋（ C）＝ 3 9 ,6 0 0 円　 日常生活費などは別途必要です。（ P3 5 参照）

（ 地域区分単価）

（ 利用者負担割合が１ 割の場合）

（ 利用者負担割合が２ ・ 3 割の場合）

※第4 段階は、 高額介護サービスの利用者負担月額上限が世帯4 4 ,4 0 0 円の場合です。

※第4 段階は、 国の示し た基準費用額をも と に試算。 実際の額は各施設によっ て異なり ます。

利用者

負担段階
居住環境区分

1 ヵ 月の利用負担額の例

2・ 3 割負担 食 　 費 居 住 費 計

第 4 段階
（ 第 1 〜 3

②段階

以外の方）

施設入所
ショ ート ステイ

利用

相部屋
4 4 ,4 0 0 円〜

1 4 0 ,1 0 0 円　
約4 4 ,０００円

約２7 ,０００円
約1 1 6 ,0 0 0 円〜

約2 1 2 ,0 0 0 円　

ユニット 型個室 約 6 2 ,０００円
約1 5 1 ,0 0 0 円〜

約2 4 7 ,0 0 0 円　

＋

利用者

負担段階
居住環境区分

1 ヵ 月の利用負担額の例

1 割負担 食 　 費 居 住 費 計

第 1 段階

施設入所
相部屋

１５ ,０００ 円 約１０ ,０００ 円

０ 円 約2 5 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約２ 7 ,０００ 円 約5 2 ,0 0 0 円

ショ ート ステイ

利用

相部屋 ０ 円 約2 5 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約２ 7 ,０００ 円 約5 2 ,0 0 0 円

第 2 段階

施設入所
相部屋

１５ ,０００ 円

約１2 ,０００ 円
約1 3 ,０００ 円 約4 0 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約２ 7 ,０００ 円 約5 4 ,0 0 0 円

ショ ート ステイ

利用

相部屋
約１8 ,０００ 円

約1 3 ,０００ 円 約4 6 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約２ 7 ,０００ 円 約6 0 ,0 0 0 円

第 3 段階
①

施設入所
相部屋

2 4 ,6 0 0 円

約2 0 ,０００ 円
約1 3 ,０００ 円 約6 0 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約4 2 ,０００ 円 約8 6 ,6 0 0 円

ショ ート ステイ

利用

相部屋
約3 0 ,０００ 円

約1 3 ,０００ 円 約6 8 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約4 2 ,０００ 円 約9 7 ,0 0 0 円

第 3 段階
②

施設入所
相部屋

2 4 ,6 0 0 円

約4 1 ,０００ 円
約1 3 ,０００ 円 約7 9 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約4 2 ,０００ 円 約1 0 8 ,0 0 0 円

ショ ート ステイ

利用

相部屋
約4 0 ,０００ 円

約1 3 ,０００ 円 約7 8 ,0 0 0 円

ユニット 型個室 約4 2 ,０００ 円 約1 0 7 ,0 0 0 円

第 4 段階
（ 第 1 〜 3

②段階
以外の方）

施設入所

ショ ート ステイ

利用

相部屋
約2 8 ,0 0 0 円〜

4 4 ,4 0 0 円　
約4 4 ,０００ 円

約２ 7 ,０００ 円
約9 9 ,0 0 0 円〜

約1 1 6 ,0 0 0 円　

ユニット 型個室 約6 2 ,０００ 円
約1 4 0 ,0 0 0 円〜

約1 5 1 ,0 0 0 円　

＋

日常生活費

（ 特別な室料）

（ 特別な食費）

日常生活費

（ 特別な室料）
（ 特別な食費）

項　 　 　 　 目 １ヵ月間の介護に要する費用の内訳

訪問介護

（ ホームヘルプサービス）

（ 費　 　 　 用） 17 9 単位 × ４ 回 × 1 0 .8 4 円 ＝ 7,761 円

（ 保 険 負 担） 7,761 円 × 0 .9 ＝ 6 ,9 8 4 円

（ 利用者負担） 7,761 円 － 6 ,9 8 4 円＝       7 7 7 円  （ A）

通所介護

（ デイサービス）

（ 費　 　 　 用） 5 8 4 単位 × ４ 回 × 1 0 .5 4 円 ＝ 2 4 ,621 円

（ 保 険 負 担） 24 ,621 円 × 0 .9 ＝ 2 2 ,158 円

（ 利用者負担） 24 ,621 円 －2 2 ,0 4 4 円 ＝ 2 ,4 63 円  （ B）

利用者負担の合計 （ A）＋（ B）＝ 3 ,2 4 0 円　 食費・ 日常生活費などは別途必要です。（ P3 5 参照）

（ 地域区分単価）

（ 地域区分単価）

（ 例）●生活援助中心の訪問介護【 20 分以上45 分未満】を週に1 回（ 月に4 回）利用　 ●通所介護【 通常規模で 6 時間以上7 時間未満】を週に1 回（ 月に4 回）利用

※実際のサービス利用時には、 初回加算や介護職員処遇改善加算、 その他の加算があります。

※実際のサービス利用時には、 初回加算や介護職員処遇改善加算、 その他の加算があります。

（ 例）●特別養護老人ホームの相部屋（ 多床室）に入所　 ●管理栄養士が配置さ れており、 医師と 共同で適切な栄養ケアマネジメ ント が 行われている場合

　 ●利用者負担第2 段階で食費・ 居住費（ 滞在費）が軽減さ れている方

● 施設サービスの利用者負担の計算方法の例 要介護5 の場合（ １割負担の場合）

● 施設サービス利用者負担の一例 （ 要介護5 の場合）
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○本来適用さ れるべき基準を適用すれば生活保護を必要と するが、 より 負担の低い基準を適用すれば生活保護を必

要とし ない状態と なる方（ 境界層該当）にも 軽減制度があります。

○第2 号被保険者のみの世帯の利用者負担月額上限は、（ 1 ）〜（ 3 ）のいずれかと なります。

○施設サービスなどの食費・ 居住費や日常生活費など、 介護保険の給付対象外の利用者負担

○利用上限額を超えた分の利用者負担

○特定福祉用具販売・ 住宅改修・ ミド ルステイ・ 緊急一時保護サービス・ 災害時ショ ート ステイ・ 住民主体訪問サー

ビス・ フレイ ル改善通所サービス・ 一般介護予防事業の利用者負担

※なお、 上記（ 2 ）－①、 ②の方は、 上記の計算の結果、「 利用者負担合算額－高額介護サービ ス費額」が1 5 ,0 0 0 円を 超

える場合、1 5 ,0 0 0 円が個人とし ての負担上限と なり ます。

○高額介護サービス費の支給は個人単位で、 次のよう に計算し た額になります。

（ 利用者負担世帯合算額－世帯上限額） ×
利用者負担合算額

利用者負担世帯合算額

※令和8 年8 月からは8 2 .6 5 万円と なる予定です。

※令和8 年8 月からは8 2 .6 5 万円と なる予定です。

対　 　 象　 　 者
介護保険＋後期高齢者医療

の利用者負担年額上限（ 世帯）

低所得
（ 市民税非課税世帯）

Ⅰ（ 年金収入8 0 .9 万円※以下の方等） 1 9 万円

Ⅱ（ Ⅰ以外の方） 3 1 万円

一　 般 5 6 万円

課税所得　 1 4 5 万円以上 6 7 万円

課税所得　 3 8 0 万円以上 1 4 1 万円

課税所得　 6 9 0 万円以上 2 1 2 万円

介護保険と 後期高齢者医療の場合

　 同じ 世帯内で介護保険と 医療保険の両方のサービ スを 利用すること によって、 自己負担額が高額に

なったと きは、 双方の自己負担額を年間（ 毎年8 月分〜翌年7 月分まで）で合算し 、 申請により 、 限度額

を超えた額が支払われます。

● 介護と 医療の負担が高額になった場合の一部払戻し（ 高額医療・ 高額介護合算制度）

対　 　 象　 　 者 利用者負担月額上限

（ 1 ）生活保護受給者 個人 1 5 ,0 0 0 円

（ 2 ）世帯全員が市民税非課税の方 世帯 2 4 ,6 0 0 円

①本人の公的年金等の収入金額と その他の合計所得金額の
合計が 8 0 .9 万円※以下の方

②老齢福祉年金受給者
個人 1 5 ,0 0 0 円

（ 3）世帯に市民税課税の方がおり、 世帯の中で最も所得が高い第 1 号被

保険者の課税所得が 380 万円未満（ 年収が約 770 万円未満） の方
世帯 4 4 ,4 0 0 円

（ 4）世帯の中で、 最も所得が高い第 1 号被保険者の課税所得が 380 万円

以上 690 万円未満（ 年収が約 770 万円〜約 1,160 万円未満）の方
世帯 9 3 ,0 0 0 円

（ 5）世帯の中で、 最も所得が高い第 1 号被保険者の課税所得が 690 万円

以上（ 年収が約 1,160 万円以上）の方
世帯 1 4 0 ,1 0 0 円

　 1 か月ごと の利用者負担の合計額が一定の上限を超えると きには、 申請により「 高額介護サービス費」と

し てその超えた額が支払われます。（ 同じ 世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額と なります。）

※該当すると 思われる方は、 お住まいの区の区役所・ 北須磨支所の介護

医療係（ 北神区役所は市民課窓口係）にご相談く ださ い。

● 利用者負担が高額になった場合の一部払戻し（ 高額介護サービス費の支給）

■ 利用者負担の軽減制度

高額介護サービス費の対象と なら ないも の
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○世帯分離し ていても 配偶者の所得が勘案さ れます。 また、 預貯金等についても 勘案さ れ、 各段階に応じ て定めら
れた資産要件以下の金額であること が要件になります。

○負担軽減の認定を受けた方には、 利用さ れる居室等におけるその方の負担限度額を記載し た「 介護保険負担限度
額認定証」を交付します。 サービスを利用さ れる場合は、「 被保険者証」「 負担割合証」と 共に、「 負担限度額認定証」
の提示が必要です。

　（「 負担限度額認定証」を提示できなかった場合についての取扱いは、 区役所・ 北須磨支所の介護医療係にお問合せく ださ い。）

○利用者のご負担は、食費・ 居住費（ 滞在費）以外に、サービス費用の1 割（ または２・ 3 割）や日常生活費等があります。
（ P3 4 参照）

○世帯のどなたかが市民税課税でも 、 高齢夫婦等の世帯であって、 一方の方が施設に入所し て食費・ 居住費を自
己負担する結果、 在宅の配偶者等の生計が困難になる場合は、 一定の条件を満たせば、 軽減さ れる特例措置が
あります。

○本来適用さ れるべき基準を適用すれば生活保護を必要と するが、 より 負担の低い基準を適用すれば生活保護を必
要とし ない状態と なる方（ 境界層該当）にも 軽減制度があります。

※1 非課税年金についても 勘案さ れます。 第２〜３②段階は、 その他の合計所得金額㊟と 年金収入額（ 遺族年金及び
障害年金と いった非課税年金収入額を含む）の合計額で判定さ れます。

　 ㊟「 その他の合計所得金額」についてはP8 下「 １〜 5 段階算定時の合計所得金額」の説明をご参照く ださ い。

　 世帯全員が市民税非課税の方や生活保護を受けておら れる方については、 施設サービ ス・ 短期入所

（ ショ ート ステイ ）にかかる食費・ 居住費（ 滞在費）について、 申請により 負担が軽減さ れます。

※デイ サービスや、 有料老人ホーム、 サービス付き高齢者向け住宅、 ケアハウス、 グループホーム、 小規模多機

能型居宅介護、 看護小規模多機能型居宅介護は対象外です。

利用者負担段階区分
利用者負担 日額上限

食　 費 居住費（ 滞在費）

第1 段階

①生活保護等受給の方

②老齢福祉年金受給者で、

世帯全員が市民税非課税の方

施設入所の

場合

3 0 0 円

ユニット 型個室 8 8 0 円
ユニット 型個室的多床室 5 5 0 円

ショ ート ステイ

利用の場合

従来型個室
特養等 3 8 0 円
老健・ 医療院等 5 5 0 円

多床室
特養等 0 円
老健・ 医療院等 0 円

第2 段階

世帯全員が市民税非課税で、

本人の年金収入額と その他の

合計所得金額（ ※1 ）の合計額

が8 0 .9 万円※以下の方
※令和 8 年 8 月から は8 2 .6 5 万円と な
る予定です。

施設入所の

場合
3 9 0 円

ユニット 型個室 8 8 0 円
ユニット 型個室的多床室 5 5 0 円

ショ ート ステイ

利用の場合
6 0 0 円

従来型個室
特養等 4 8 0 円
老健・ 医療院等 5 5 0 円

多床室
特養等 4 3 0 円
老健・ 医療院等 4 3 0 円

第3 段階

①

世帯全員が市民税非課税で、 本

人の年金収入額と その他の合計

所得金額（ ※1 ）の合計額が8 0 .9

万円※超12 0 万円以下の方
※令和 8 年 8 月から は8 2 .6 5 万円と な
る予定です。

施設入所の

場合
6 8 0 円

ユニット 型個室 1 ,3 7 0 円
ユニット 型個室的多床室 1 ,3 7 0 円

ショ ート ステイ

利用の場合
1 ,0 3 0

円

従来型個室
特養等 8 8 0 円
老健・ 医療院等 1 ,3 7 0 円

多床室
特養等 4 3 0 円
老健・ 医療院等 4 3 0 円

第3 段階

②

世帯全員が市民税非課税で、

本人の年金収入額と その他の

合計所得金額（ ※1 ）の合計額

が１２０万円超の方

施設入所の

場合
1 ,4 2 0

円

ユニット 型個室 1 ,4 7 0 円
ユニット 型個室的多床室 1 ,4 7 0 円

ショ ート ステイ

利用の場合
1 ,3 6 0

円

従来型個室
特養等 9 8 0 円
老健・ 医療院等 1 ,4 7 0 円

多床室

特養等 5 3 0 円
老健・ 医療院

（ 室料を徴収する場合）
5 3 0 円

老健・ 医療院等
（ 室料を徴収し ない場合）

4 3 0 円

第4 段階 上記の第1 〜第 3 段階以外の方 施設と の契約額を支払うことになります。

第 2 段階の方 6 5 0 万円以下

第 3 段階①の方 5 5 0 万円以下

第 3 段階②の方 5 0 0 万円以下

4 0 歳〜 6 4 歳（ 第 2 号被保険者） の方 1 ,0 0 0 万円以下

［ 参考］

国の示し た基準費用額

1 ,5 4 5 円

ユニット 型個室 2 ,0 6 6 円
ユニット 型個室的多床室 1 ,7 2 8 円

従来型個室
特養 等 1 ,2 3 1 円
老健・ 医療院等 1 ,7 2 8 円

多床室

特養 等 9 1 5 円
老健・ 医療院

（ 室料を 徴収する場合）
6 9 7 円

老健・ 医療院等
（ 室料を徴収し ない場合）

4 3 7 円

上記軽減の適用は、 契約時に

右記金額以下であること が前提です。

● 食費・ 居住費（ 滞在費） の軽減［ 負担限度額認定］

【 配偶者がいる場合】

左記の金額に対し 、 一律に

1 ,00 0 万円を加算した金額になります。｝

下記金額は制度改正後（ 令和８ 年８ 月以降）の
数値です。4 〜 7 月は改正前のと おり です。
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対象者 軽　 減　 内　 容

①世帯全員の市民税が非課税で

収入が世帯で年間1 5 0 万円以

下（ 世帯員2 人以上の場合は2

人目から 1 人あたり 5 0 万円を

加算し た額以下）

②預貯金等の金融資産が世帯で

3 5 0 万円以下（ 世帯員が2 人以

上の場合は2 人目から 1 人あた

り 1 0 0 万円を加算し た額以下）

③負担能力のある親族等に扶養

さ れて おら ず、 介護保険料を

滞納し ていない

　 などの要件をすべて満たす方

対象サービス 対象費用

減額割合

老齢福祉年金
受給者の方のみ

訪問介護など サービス費用の1 割

2 5 % を減額 5 0 % を減額

通所介護

認知症対応型通所介護など
サービス費用の1 割＋食費

短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護

特別養護老人ホームなど

サービス費用の1 割

＋食費＋滞在費

（ 居住費）

※要支援の方への介護予防サービ スも 同様です。

※介護予防訪問サービス、 介護予防通所サービスも 対象と なります。

※ご利用の際は、 各施設にお問い合わせく ださ い。

※特別養護老人ホーム等で食費・ 居住費（ 滞在費）の軽減を受けるには、「 負担限度額認

定証」の提示が必要です。

生 活 保 護 受 給 者 等

対象サービス 対象費用 減額割合

短期入所生活介護

特別養護老人ホーム
滞在費（ 居住費） 1 0 0 % を減額

※ご利用の際は、 各施設にお問い合わせく ださ い。

　 社会福祉法人等が提供する対象サービスにかかる利用者負担の軽減

● 生計困難な方等に対する利用者負担の軽減（ 社会福祉法人等による軽減）

対象者 軽　 減　 内　 容

①災害によって著し い損害を受けたと き

②生計維持者が死亡し たと き、 または生計維持者が長期入院など

により 収入が著しく 減少し たと き

③生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより 著しく 減少したとき

3 か月以内（ 事情に応じ て最長6 か月）に限って、 必

要な費用の負担が困難な度合いに応じ て利用者負

担を（ 1 割負担者： 0 円、3％、5％・ 2 割負担者： 0 円、

6％、1 0％・ 3 割負担者： 0 円、9％、1 5％）軽減

　 次の理由により 必要な費用の負担が困難な方

● 災害や事業の休廃止による収入激減などの特別の事情がある場合の減免

※東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、 帰還困難区域等及び旧避難指示区域等から 転入さ れた被保険者の

方については、 減免措置が該当する可能性がありますのでご相談く ださ い

対象者 軽　 減　 内　 容

平成 1 2 年 3 月 3 1 日以前から 特別養護老人

ホームに入所し て いる 方（ 旧措置入所者）で

平成1 7 年9 月末日において利用者負担割合

が5％以下の方

利用者負担・ 食費・ 居住費については従来の負担額を 上回ら ないよう

に調整します。

なおユニット 型個室を 利用する場合は利用者負担・ 食費についてのみ

従来の負担額を上回ら ないよう に調整します。

　 特別養護老人ホームの利用者負担の軽減

● 介護保険の施行前から のサービス利用者に対する経過措置

対象者 軽　 減　 内　 容

① 6 4 歳の間に、 公的な訪問介護（ ホームヘルプ サービ ス）を 無料

で利用し たこと がある方

②要介護又は要支援の認定を受けた 4 0 歳〜 6 4 歳までの方

全 額 免 除

　 平成1 8 年度以降の障害福祉サービ スにおいて、 境界層該当（ ※）とし て定率負担額が「 0 円」と なって

いる方のう ち 、 ①②のいずれかに該当する方（ 認定が必要です）

● 障害者訪問介護（ ホームヘルプサービス） 利用者への支援措置

※生活保護以外の制度で、 保険料や利用料などの軽減を受ければ、 生活保護を必要とし ない方

　 被爆者の方は「 被爆者健康手帳」を 事業者へ提示すれば、 窓口等での自己負担額が不要と なり ます。

やむを得ず自己負担額を支払った場合は、 利用者が兵庫県に請求し てく ださ い。（ 対象外サービスあり 。

食費、 居住費、 宿泊費、 滞在費、 日常生活費は自己負担）

☎兵庫県原子爆弾被爆者相談室： 0 7 8 -3 6 1 -8 6 0 4（ 1 0 :0 0 〜 1 6 :0 0 ）

● 原子爆弾被爆者への援護
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　 神戸市では、在宅で暮らす高齢者の自立生活を支援するために、介護保険外のサービスと

して以下の事業を実施しています。

● 要介護（ 要支援） 認定が不要なサービス

● 要介護（ 要支援） 認定が必要なサービス

サービス名 内　 　 　 容 対　 象　 者 問い合わせ先

住宅改修助成
介護保険の限度額を超える住宅改修

工事費や介護保険の給付対象外の工

事費の一部を助成します。

要支援・ 要介護と 認定さ れた

高齢者等（ 生計中心者の所得

制限あり ） あんし んすこやか
センタ ー

詳しく は、P4 3 〜P4 7 へ

紙おむつの

支給

在宅でねたきり の高齢者等またはそ

の方を 介護し て いる 家族に紙おむ

つ・ 尿とり パッド を支給します。

要介護4・ 5と 認定さ れた市民

税非課税世帯の高齢者等ま

たは、その方を 介護し ている

家族等

えがおの窓口
詳しく は、P1 5 へ

訪問理美容

サービス

理容所・ 美容院に出向く こ と が困難

な高齢者等のご自宅を訪問し 、調髪・

カット を実施します。

6 5 歳以上で要介護4・ 5と 認

定さ れた方

家族介護

慰労金の支給

ねたきり または認知症の症状のある

高齢者を常時介護し ている方の心身

の苦労などを ねぎらう ため、家族介

護慰労金を支給します。

6 5 歳以上で要介護4・ 5と 認定

さ れた方（ 要介護3 でも 同等と

みなす場合あり ）の家族で、過

去1年間介護保険のサービスを

利用せず在宅で家族介護を続

けてきた方（ 老齢福祉年金の所

得制限以下など所得要件あり）

居住地の区役所

保健福祉課
※番号は裏表紙に記載

サービス名 内　 　 　 容 対　 象　 者 問い合わせ先

生活支援
ショ ート ステイ

特別養護老人ホームなどの入所施設

で短期間必要なサービ スを 提供し ま

す。

非該当（ 自立）・ 要支援1・ 要支援2

と 認定さ れた方で一時的に在宅

生活が困難となった高齢者

あんし んすこやか
センタ ー

詳しく は、P4 3 〜P4 7 へ

高齢者
安心登録事業

高齢者の情報を事前登録し 、登録者が

行方不明と なった場合に、行方不明時

の服装等の情報を2 4 時間地域の協力

者に対し 電子メ ールで送信し 、警察署

への情報提供を呼びかけます。

市内に居住する 行方不明な

ど 日常生活に心配がある 在

宅高齢者

KO BEみまもり
ヘルパー

在宅生活への支援と し て 、自宅に訪

問し 、見守り や話し 相手、外出付き 添

い等を 行う ヘルパーサービス。

認知症または軽度認知障害

（ M CI）と 診断さ れた市民

担当ケアマネジャー

（ えがおの窓口）ま

たはあんし ん

すこやかセンタ ー

認知症
診断助成制度

地域の医療機関で認知症の疑いの有

無を 診る 認知機能検診（ 無料）と 、要

精密検査と 判断さ れた 方を 対象と し

た精密検査（ 検査費用を 助成）の2 段

階の診断で 、認知症の早期受診を 支

援し ます。

6 5 歳以上の市民

神戸市認知症

診断助成制度

コ ールセンタ ー

0 7 8 -9 4 5 -7 4 3 1

認知症
事故救済制度

認知症の方を 対象に、「 賠償責任保

険」と「 ＧＰＳサービ ス 」と「 みま も り

シール」を実施します。

認知症の診断を受けた市民

事故救済制度専用

コ ールセンタ ー
※番号は裏表紙に記載
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精神的暴力 セク シャ ル
ハラ スメ ント

（ 例）大声を発する、

威圧的な態度で接する、

理不尽なサービスを要求する、

気に入っ ている職員以外に

批判的な言動をする

 （ 例）体を触る、

ひわいな言動を繰り 返す、

ヌ ード 写真をみせる

（ 例）たたく 、ける、

手をひっ かく・ つねる

物を投げる、つばを吐く 、

服をひき ちぎる

身体的
暴力

 身体的な力を使っ て

危害を及ぼす、

その恐れのある行為

 個人の尊厳や価値を言葉や

態度によっ て傷つける行為
 性的な嫌がら せ行為

●以下のよう な行為があれば、ハラスメ ント に該当し 、サービスの提供が

出来なく なる場合も あり ます。

　 介護サービス事業者等は、サービスを 利用さ れる方やご家族と の信頼関係のも と 、利用者が安心

してサービ スを 受けら れるよう に、ケア技術の向上など、質の高いサービ スの提供に努めること に

なっています。一方で、近年、介護現場において、サービ ス従事者に対する、利用者やご 家族等から

のハラスメ ント が問題になっています。ハラスメ ント を防止すること が、サービスを継続して円滑に利

用できること につながり ますので、皆様のご理解ご協力をよろし く お願いし ます。

●暴力などのハラスメ ント が発生し た場合の事業所の対応（ 例）

事業所

被害を実感
又は発見

事業所

事実確認

利用者への対応

・ 注意勧告

・ 担当者の変更

・ サービスの中止

・ 契約の解除　 等

※ P1 9 下段に記載の「 介護事業者と 契約するときの注意点」 も あわせてご覧下さ い。

※認知症等の病気または障害の症状とし て現れた言動は除く 。
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あんし んすこやかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）

介護など高齢者に関する相談窓口
「 あんし んすこやかセンタ ー」は神戸市が設置する高齢者の介護相談窓口です。概ね

中学校区ごと に1か所設置しており、市内全域に76か所あります。
あんし ん すこ やか センタ ー

のシンボルマーク

○高齢者に関する相談窓口

　 ・ 心身の衰えによ る 生活不安への相談

　 ・ 高齢者虐待や消費者被害の予防や相談

　 ・ 認知症の相談や成年後見制度の利用支援

　 ・ 介護保険制度などの情報提供

○関係機関と の連携

　 ・ ケアマネジャ ーや医療機関など の関係機関と 連携し て高齢者

　 　 を支援する体制づく り を 行います。

○要介護（ 要支援） 認定の申請代行

　 ・ 介護サービスを利用するために必要な、 神戸市への要介護（ 要

　 　 支援） 認定申請手続き を、 高齢者や家族に代わっ て行います。

○基本チェ ッ ク リ スト の実施

　 ・ 総合事業の事業対象者判定を 行います。

○地域での支え合い活動の支援

　 ・ 民生委員、 友愛訪問ボラ ン テ ィ ア、 地域団体と 連携し て、 地

　 　 域住民間で見守り 支え合える コ ミ ュ ニティ づく り の支援を 行

　 　 います。

○介護予防サービス計画の作成

　 ・ 要支援 1 ・ 2 の方や、 事業対象者の方が介護保険等のサービ

　 　 スを 自立支援に向けて利用でき る よ う サービ ス計画を 作成し

　 　 ます。

○介護リ フ レ ッ シュ 教室の開催

　 ・ 介護し ている 家族を 対象に、 日頃の介護での悩みや体験を 話

　 　 し 合い、 交流する こ と で精神的負担を 軽減でき る よ う 「 介護

　 　 リ フ レ ッ シュ 教室」 を 開催し ています。

・ 介護保険を使う にはどうし たらよいか？

・ 認知症についての相談がし たい

・ 消費者被害にあったのでは？

・ 介護の不安や悩みがある

・ 健康寿命をのばすためにどうしたらよいか？

以下のよう に、 ご近所や配達先の

気がかり な高齢者の相談や連絡

・ ポスト に新聞や郵便がたまっている

・ 大きな声で高齢者をどなる声が聞こえる

　（ 高齢者虐待では？）

・ 最近姿を見かけない

・ 1 人暮らし が大変そう

★担当地域はP4 4 〜 P4 7 を

　 ご覧下さ い

あんし んすこやかセンタ ー

チーム
アプローチ

地域支え合い推進員

社会福祉士等

主任

ケアマネジャー

保健師等

介護保険のサービス
・ ケアマネジャー

・ 介護サービス事業者

医療機関
・ 病院　 ・ 医院

・ 歯科医院

・ 薬局など

行政関連サービス
・ 区役所

・ 医療介護サポート センタ ー

・ 精神保健福祉センタ ー

・ 成年後見支援センタ ーなど

専門機関
・ リ ーガルサポート

・ 認知症疾患医療センタ ーなど

地域の支え合い活動
・ 民生委員

・ 地域団体

・ ボランティ アなど

地域の関係機関

高齢者や家族

市民や事業者

連携

関係機関同士

で 連携でき る

働きかけ

適切な

サービス

の利用に

つなぐ

相談の内容に応じ て専門職が

それぞれの専門性を活かし 、

連携し て対応します。

● 具体的な業務

● こ んなと きにご連絡く ださ い
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※あんし んすこやかセンタ ーは、

　 担当する地域が決まっています。

※令和8 年4 月1日時点

区 お住まいの地域 あんし んすこやかセンタ ー名 郵便番号 センタ ー所在地
電話番号 
Fax 番号

東
灘
区

森北町、 森南町、 甲南台、 本山北町、 本山中町、

本山町
本山東部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 1 6
東灘区本山中町4 -7 -7

アネックス M 　 1 階

4 5 1 -0 0 5 4

4 5 1 -0 1 5 3

深江北町、 深江本町、 深江南町、 深江浜町、

本庄町、 北青木1・ 2 丁目、 青木1・ 4 丁目
本庄
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 1 4
東灘区北青木1 -1 -3

特別養護老人ホーム

おおぎの郷　 1 階

4 3 1 -8 1 8 1

4 3 1 -2 0 0 0

本山南町、 甲南町1・ 2 丁目、 田中町1・ 2 丁目 本山南部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 8 4
東灘区甲南町2 -1 -2 0

コ ープリビング甲南　 2 階

4 1 3 -2 6 5 0

4 1 3 -1 0 8 5

西岡本、 岡本、 田中町3 〜 5 丁目 本山西部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 8 4
東灘区甲南町2 -1 -2 0

コ ープリビング甲南　 2 階

4 3 5 -1 8 5 5

4 1 2 -6 7 7 1

魚崎北町、 北青木3・ 4 丁目、 甲南町3 〜 5 丁目 魚崎北部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 8 3
東灘区魚崎中町4 -1 0 -5 0

特別養護老人ホーム

サンライフ 魚崎　 1 階

4 3 5 -6 6 7 7

4 3 5 -6 6 8 9

魚崎中町、 魚崎南町、 魚崎西町、 魚崎浜町、

青木2・ 3・ 5・ 6 丁目
魚崎南部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 8 3
東灘区魚崎中町4 -3 -1 8

2 階

4 5 2 -6 8 3 0

4 3 6 -2 6 7 5

住吉台、 渦森台、 住吉山手、 住吉本町 住吉北部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 5 1
東灘区住吉本町3 -7 -4 1

養護老人ホーム 住吉苑内

8 5 1 -1 1 5 5

8 5 1 -1 1 5 7

住吉東町、 住吉宮町、 住吉南町、 住吉浜町 住吉南部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 5 3
東灘区住吉宮町3 -4 -1 7

東灘在宅福祉センタ ー 2 階

8 4 2 -3 8 9 4

8 4 2 -6 1 1 5

鴨子ヶ原、 御影山手、 御影1 〜 3 丁目、

御影郡家1・ 2 丁目
御影北部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 6 4
東灘区鴨子ケ 原 2 -1 4 -1 7

特別養護老人ホーム

友愛苑内

8 4 3 -2 2 0 7

8 4 3 -2 2 0 8

御影中町、 御影本町、 御影石町、 御影塚町、

御影浜町
御影南部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 5 4
東灘区御影中町

2 -3 -2 3 -1 0 5

リメ ノ ス御影　 1 階

8 5 4 -2 1 8 0

8 5 4 -2 1 8 1

向洋町東、 向洋町中、 向洋町西 六甲アイランド
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 8 -0 0 3 2 東灘区向洋町中3 -2 -2
8 5 7 -7 3 8 1

8 5 8 -9 0 3 0

灘
区

土山町、 桜ヶ丘町、 高羽、 一王山町、 寺口町、

高羽町、 楠丘町、 高徳町、 弓木町
高羽
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 7 -0 0 2 6
灘区弓木町3 -2 -1 2

ベルエアー弓ノ 木Ⅱ 1 階

8 5 7 -6 6 1 1

8 5 7 -6 6 1 3

鶴甲、 大月台、 篠原台、 六甲台町、 篠原伯母野山町、

大土平町、 篠原北町、 長峰台、 箕岡通1 〜 3 丁目、

高尾通1 〜 3 丁目、五毛通1 〜 3 丁目、薬師通1 〜 3 丁目、

国玉通1 〜 3 丁目、 六甲山町、 水車新田、 大石、 篠原、

畑原、 五毛、 摩耶山町

六甲摩耶
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 7 -0 0 6 8
灘区篠原北町3 -1 1 -1 5

特別養護老人ホーム

う みのほし 内

2 2 4 -5 0 5 0

8 8 1 -2 2 2 5

赤松町、 曾和町、 山田町、 宮山町、 八幡町、

日尾町、 神前町、 森後町、 六甲町、 永手町、

稗原町、 琵琶町、 下河原通

六甲
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 7 -0 0 4 1
灘区琵琶町2 -1 -2 7

灘在宅福祉センタ ー内

8 8 2 -7 8 5 9

8 8 2 -0 8 3 3

大和町、 中郷町、 徳井町、 記田町、 深田町、

備後町、 桜口町、 友田町、 浜田町、 烏帽子町、

鹿ノ 下通、 新在家北町、 新在家南町、 大石東町、

大石北町、 大石南町、 灘浜東町

大石
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 7 -0 0 4 3
灘区大石東町1 -2 -1

神戸市営大石東第二住宅

1 階

8 2 1 -3 8 3 8

8 2 1 -3 8 1 2

篠原本町、 篠原中町、 篠原南町、 将軍通、

神ノ 木通、 千旦通、 上河原通、 上野通1 〜 5 丁目、

赤坂通1 〜 5 丁目、 畑原通、 天城通1 〜 5 丁目、

福住通1 〜 5 丁目、 中原通1 〜 5 丁目、 倉石通、

水道筋、 岸地通、 大内通、 泉通、

灘北通1 〜 6 丁目

篠原
あんし んすこやかセンタ ー 6 5 7 -0 0 5 7

灘区神ノ 木通3 -1 -4

2 階

8 7 1 -9 0 1 5

8 7 1 -9 1 0 0

箕岡通4 丁目、 高尾通4 丁目、 五毛通4 丁目、

薬師通4 丁目、 国玉通4 丁目、 城の下通、

上野通6 〜 8 丁目、 赤坂通6 〜 8 丁目、

天城通6 〜 8 丁目、 福住通6 〜 8 丁目、

中原通6・ 7 丁目、 青谷町、 王子町、 原田通、 城内通、

灘北通7 〜 1 0 丁目、 岩屋、 上野、 原田、 摩耶山

王子
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 7 -0 8 3 8
灘区王子町1-2 -6

プリ ンスマンショ ン 2 階

8 0 1 -5 4 4 1

8 0 1 -1 7 3 3

灘南通、 船寺通、 都通、 味泥町、 灘浜町、

岩屋北町、 岩屋中町、 岩屋南町、 摩耶海岸通、

摩耶埠頭

西灘
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 7 -0 8 5 5
灘区摩耶海岸通2 -3 -9

特別養護老人ホーム

ハピータ ウン KO BE 内

8 0 3 -3 1 3 0

8 0 5 -3 4 0 8

あんし んすこやかセンタ ー一覧
（  地  域  包  括  支  援  セ  ン  タ  ー  ）
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区 お住まいの地域 あんし んすこ やかセンタ ー名 郵便番号 センタ ー所在地
電話番号 
Fax 番号

中
央
区

神仙寺通、中島通、籠池通、野崎通、上筒井通、中尾町、

熊内町、 坂口通、 宮本通、 大日通、 割塚通、 葺合町
新神戸
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -0 0 9 2
中央区生田町1 -2 -3 2

特別養護老人ホーム

オリンピア 1 階

2 4 1 -3 7 4 7

2 4 1 -3 7 4 1

熊内橋通、旗塚通、神若通、国香通、 若菜通、脇浜町、

筒井町、東雲通、八雲通、日暮通、 吾妻通、北本町通、

南本町通、 真砂通

春日野
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -0 0 7 7
中央区日暮通5 -5 -8

神戸高齢者総合

ケアセンタ ー 1 階

2 5 1 -8 8 0 1

2 5 1 -8 8 1 3

脇浜海岸通 脇の浜
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -0 0 7 3
中央区脇浜海岸通3 -2 -6

脇の浜高齢者介護支援

センタ ー 1 階

2 2 1 -1 6 6 1

2 2 1 -4 8 0 0

生田町、 二宮町、 琴ノ 緒町、 布引町、 北野町、 山本通1・ 2 丁目、

中山手通1・ 2 丁目、 加納町、 下山手通1・ 2 丁目、

北長狭通1・ 2 丁目、 旭通、 雲井通、 小野柄通、 御幸通、

磯上通、 八幡通、 磯辺通、 浜辺通、 三宮町、 東町、

伊藤町、江戸町、京町、浪花町、播磨町、明石町、西町、

前町、 海岸通（ 鯉川筋以東）、 新港町、 小野浜町

三宮
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -0 0 9 4
中央区琴ノ 緒町3 -3 -2 6

平田ビ ル1 階

2 7 1 -0 1 8 5

2 7 1 -0 1 8 7

諏訪山町、 再度筋町、 山本通3 〜 5 丁目、

中山手通3 〜 8 丁目、 下山手通3 〜 9 丁目、

北長狭通3 〜 8 丁目、 花隈町、 神戸港地方、

元町高架通（ 宇治川線以東）

元町山手
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 0 -0 0 1 1
中央区下山手通7 -1 -1 6

特別養護老人ホーム

山手さく ら 苑　 4 階

3 6 7 -3 8 9 0

3 6 7 -3 8 9 1

楠町、橘通、多聞通、中町通、古湊通、相生町、元町通、

栄町通、 海岸通（ 鯉川筋以西）、 波止場町、 弁天町、

東川崎町、 元町高架通（ 宇治川線以西）

ハーバーランド
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 0 -0 0 4 4
中央区東川崎町7 -4 -3

1 階

6 5 1 -7 1 6 8

6 5 1 -7 1 6 9

港島、 港島中町、 港島南町、 神戸空港 港島
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 0 -0 0 4 6
中央区港島中町2 -3 -3

港島ふれあいセンタ ー内

3 0 4 -2 2 5 5

3 0 4 -2 2 4 4

兵
庫
区

平野町、 楠谷町、 梅元町、 矢部町、 五宮町、 神田町、

馬場町、 上祇園町、 下祇園町、 上三条町、 下三条町
兵庫平野
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 0 1 4 兵庫区下三条町8 -2 0
5 7 4 -4 8 1 2

5 7 4 -4 8 1 3

烏原町、天王町、 湊山町、雪御所町、 山王町、千鳥町、

都由乃町、 石井町、 大同町、 北山町、 氷室町、

熊野町1・ 2 丁目、夢野町1・ 2 丁目、菊水町1 〜 5 丁目、

湊川町1 〜 4 丁目

みなと がわ
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 0 5 8 兵庫区菊水町5 -2 -3
5 2 1 -9 1 3 8

5 2 1 -9 1 7 7

荒田町、東山町、西上橘通、西橘通、福原町、西多聞通、

新開地1・ 2 丁目、 中道通1 丁目（ 1・ 2 番）、

水木通1 丁目（ 1 〜 3 番）

荒田
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 0 3 2
兵庫区荒田町1 -1 0 -5

グランド プラ ザ神戸1 0 1

5 1 1 -1 9 0 0

5 1 1 -4 3 1 1

新開地3 〜 6 丁目、 湊町、 佐比江町、

大開通1 〜 7 丁目、 塚本通1 〜 6 丁目、 羽坂通、

三川口町、 永沢町、 西柳原町、 門口町、 兵庫町、

西出町（ 阪神高速以西）

新開地
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 8 0 3
兵庫区大開通1 -1 -1

神鉄ビ ル1 0 階

5 7 7 -1 4 4 5

5 7 7 -1 4 4 1

里山町、 鵯越筋、 清水町、 小山町、 滝山町、

熊野町3 〜 5 丁目、 鵯越町、 菊水町6 〜 1 0 丁目、

夢野町3・ 4 丁目、 湊川町5 〜 1 0 丁目

夢野の丘
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 0 5 8
兵庫区菊水町1 0 -4 0

兵庫在宅福祉センタ ー内

5 2 1 -1 3 0 8

5 2 1 -1 4 3 3

会下山町、 大井通、 松本通、 上沢通、 下沢通、

中道通1 丁目（ 1・ 2 番を除く ）・ 2 〜 9 丁目、

水木通1 丁目（ 1 〜 3 番を除く ）・ 2 〜 1 0 丁目、

大開通8 〜 1 0 丁目、 塚本通7・ 8 丁目、 駅前通

中道
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 8 0 1
兵庫区中道通6 -1 -3 3

特別養護老人ホーム

ラ グナケア中道1 階

5 7 5 -9 3 0 0

5 7 5 -7 7 9 1

東出町、 西出町1・ 2 丁目（ 阪神高速以東）、 七宮町、

鍛冶屋町、島上町、船大工町、本町、 磯之町、南仲町、

西仲町、 神明町、 西宮内町、 北逆瀬川町、 東柳原町、

築地町、 中之島、 出在家町、 切戸町、 南逆瀬川町、

入江通、小河通、 須佐野通、松原通、 浜崎通、駅南通、

芦原通、 明和通、 御所通、 和田山通

キャナルタ ウン
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 8 9 7
兵庫区駅南通5 -1 -2

高齢者総合福祉施設

モーツァルト 兵庫駅前6 階

6 8 1 -1 5 1 5

6 8 1 -6 7 8 0

今出在家町、 和田崎町、 三石通、 上庄通、 和田宮通、

笠松通、小松通、遠矢町、御崎本町、浜山通、遠矢浜町、

材木町、 御崎町、 吉田町、 浜中町、 金平町、 高松町

浜山
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 2 -0 8 7 5
兵庫区浜中町1 -1 6 -1 8

浜山高齢者介護支援

センタ ー内

6 7 1 -8 7 3 1

6 7 1 -8 7 3 2

北
区（
北
神
）

道場町、長尾町、鹿の子台北町、鹿の子台南町、上津台、

赤松台、 大沢町
道場
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 5 1 3
北区鹿の子台北町8 -1 1 -1

恒生かのこ 病院内

2 7 7 -1 6 7 8

2 7 5 -1 1 1 2

菖蒲が丘、 西山、 京地、 藤原台北町、 藤原台中町、

藤原台南町、有野台、東有野台、有野中町、有野町二郎、

有野町有野

あり の
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 3 0 2
北区藤原台中町5 -1 -2

特別養護老人ホーム

ふじ の里内

9 8 4 -5 1 1 8

9 8 4 -5 1 1 9

八多町、 淡河町 八多淡河
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 6 2 3
北区淡河町野瀬7 1 5

JA 兵庫六甲上淡河支店内

9 5 0 -9 1 6 5

9 5 0 -9 1 6 6

有馬町、 唐櫃台、 唐櫃六甲台、 東大池、 有野町唐櫃 有馬
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 3 3 2 北区唐櫃台2 -2 3 -2
9 8 3 -1 6 1 1

9 8 3 -1 6 2 3
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区 お住まいの地域
あんし んすこやか

センタ ー名
郵便番号 センタ ー所在地

電話番号 
Fax 番号

北
区（
北
神
以
外
）

西大池、 大池見山台、 花山中尾台、 幸陽町、 花山台、

花山東町、 小倉台、 広陵町、 筑紫が丘、 山田町上谷上、

山田町下谷上の一部、 山田町与左衛門新田、 谷上西町、

谷上東町、 谷上南町、 桜森町、 山の街

谷上
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 2 4 3
北区山田町下谷上字門口

1 0 -3

シニアホームほく と 1 階

5 8 3 -2 6 6 6

5 8 3 -9 9 0 0

緑町、大原、桂木、日の峰、松が枝町、青葉台、柏尾台、

山田町下谷上の一部、 山田町坂本・ 衝原・ 中・ 西下・

原野・ 東下・ 福地

神戸北町
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 2 3 3
北区日の峰2 -7

コ ープデイズ神戸北町3 階

5 8 2 -2 8 7 4

5 8 2 -3 1 9 7

大脇台、 若葉台、 惣山町、 甲栄台、 泉台（ 7 丁目2 番

の一部を除く ）、 山田町小部（ 前記を取り 巻く 地域）、

山田町下谷上の一部、 杉尾台、 松宮台

北鈴蘭台
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 1 4 3
北区若葉台４-８-1 1

北鈴蘭台駅前ビル４階

5 9 7 -8 8 8 9

5 9 7 -8 8 9 1

鈴蘭台西町、 鈴蘭台北町、 鈴蘭台南町1・ 6 〜 9 丁目、

鈴蘭台東町、 中里町、 山田町下谷上（ 小部南山を含む）
鈴蘭台
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 1 1 4
北区鈴蘭台西町1 -2 6 -2

北在宅福祉センタ ー内

5 9 2 -9 6 0 4

5 9 2 -5 1 7 0

北五葉、 南五葉、 鈴蘭台南町2 〜 5 丁目、 君影町、

山田町藍那・ 小河、 し あわせの村の一部、

泉台7 丁目2 番（ 戸建）、 山田町小部字西両畑

五葉
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 1 3 2
北区南五葉1 -2 -2 8

サンロイ ヤル清水2 0 1 号

5 9 6 -5 3 1 5

5 9 6 -5 3 1 6

鳴子、星和台、ひよどり 北町、ひよどり 台、ひよどり 台南町、

し あわせの村、 山田町下谷上の一部
し あわせの村
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -1 1 0 6
北区し あわせの村 1 -1 9

介護老人保健施設 リ ハ・ 神戸 1 階

7 4 3 -8 2 0 8

7 4 3 -8 3 0 5

長
田
区

雲雀ヶ丘、鶯町、大日丘町、萩乃町、一里山町、源平町、

檜川町、 東丸山町、 丸山町、 長田天神町7 丁目、 西

丸山町、 堀切町、 花山町、 鹿松町、 高東町、 長者町

丸山
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 8 7 5 長田区丸山町2 -2 -1 3
6 1 2 -5 5 3 0

6 1 2 -5 5 2 6

滝谷町、 長田天神町1 〜 6 丁目、 明泉寺町、 名倉町、

房王寺町、 重池町、大丸町、前原町、 寺池町、片山町、

大塚町1 〜 4 丁目、 長田町1 〜 4 丁目

名倉
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 8 1 1 長田区大塚町5 -1 -7
6 4 6 -0 1 5 1

6 4 6 -0 1 8 1

林山町、長田町5 〜 9 丁目、宮川町、西山町、池田宮町、

池田惣町、宮丘町、高取山町1 丁目、上池田、池田谷町、

池田広町、池田寺町、池田経町、池田新町、池田塩町、

池田上町、 蓮宮通、 大塚町5 〜 9 丁目

池田宮川
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 8 6 3
長田区宮丘町１-３-1 1

高齢者ケアセンタ－

ながたサテライト 宮丘1 階

6 3 1 -9 6 9 0

6 3 1 -9 6 6 6

一番町、 二番町、 三番町、 四番町、 五番町、 六番町、

七番町、 北町、 御蔵通、 菅原通、 御船通、 蓮池町、

大道通、 川西通、 細田町、 神楽町

御蔵
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 0 1 6
長田区北町3 -3

高齢者ケアセンタ ー

ながた 1 階

5 7 5 -8 8 3 5

5 7 5 -8 1 8 8

高取山町、 高取山町2 丁目、 長尾町、 平和台町、

大谷町、五位ノ 池町、庄山町、山下町、戸崎通、西代通、

御屋敷通、 水笠通、 松野通

西代
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 8 5 3
長田区庄山町2 -1 -5

デイ サービスセンタ ー

いたやど 3 階

6 4 3 -4 7 0 0

6 1 1 -3 3 4 5

梅ヶ香町、東尻池新町、東尻池町、 浜添通、苅藻島町、

真野町、苅藻通、西尻池町、庄田町、駒栄町、南駒栄町、

若松町1 〜 4 丁目、大橋町1 〜 4 丁目、腕塚町1 〜 4 丁目、

久保町1 〜 4 丁目、 二葉町1 〜 4 丁目

真野真陽
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 0 3 8
長田区若松町4 -2 -1 5

ピフレ新長田2 階

6 1 1 -2 0 2 0

6 1 1 -2 0 1 6

日吉町、 若松町5 〜 1 1 丁目、 大橋町5 〜 1 0 丁目、

腕塚町5 〜 1 0 丁目、 久保町5 〜 1 0 丁目、

二葉町5 〜 1 0 丁目、駒ヶ林町、野田町、海運町、本庄町、

長楽町、 浪松町、 駒ヶ林南町

新長田
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 3 -0 0 4 2
長田区二葉町5-1-1-1 17

アスタく にづか5 番館 1 階

6 4 2 -0 0 8 0

6 4 2 -0 2 1 1

須
磨
区

白川、 東白川台、 若草町、 車、 白川台1・ 2 丁目、

3・ 4 丁目（ 落合橋道路北）、5 〜 7 丁目、

北落合2・ 3 丁目（ 1 番を除く ）・ 5・ 6 丁目

白川
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 1 0 3
須磨区白川台1 -3 5 -3

神港園サニーライフ白川内

7 9 3 -8 0 7 5

7 9 3 -8 0 9 5

清水台、 東落合、 白川台3・ 4 丁目（ 落合橋道路南）、

北落合1・ 3 丁目（ 1 番）・ 4 丁目、 中落合、

西落合、 神の谷、 緑台、 弥栄台

名谷
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 1 5 1
須磨区北落合1 -4 -3 6

白川コ ーポ 1 1 6

7 9 7 -7 9 8 8

7 9 7 -7 4 7 3

緑が丘、 妙法寺、 横尾、 多井畑の一部（ 北須磨団地入り 口、

横尾西交差点の入り 口、 地獄谷、 東山ノ 上）、 桜の杜
妙法寺
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 1 2 1 須磨区妙法寺字辻2 9 8
7 4 7 -2 5 2 1

7 4 7 -2 5 6 0

菅の台、 竜が台、 友が丘、 南落合、 道正台、

多井畑の一部（ 渋人谷上）
名谷南
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 1 4 2
須磨区友が丘5 -5 -1 9 1
すこやか友が丘　 2 階

7 9 5 -8 1 8 1

7 9 7 -8 0 5 4

禅昌寺町、 永楽町、 神撫町、 明神町、 板宿、 川上町、

養老町、 宝田町、 菊池町、 前池町、 飛松町、 板宿町、

大手、 大手町、 平田町（ 山陽電鉄以北）、 権現町、

堀池町、 東町、 戸政町、 中島町、 若木町、 奥山畑町、

上細沢町、 東須磨東部

板宿
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 0 0 7 須磨区宝田町3 -1 -1 2
7 3 1 -6 7 0 0

7 3 1 -6 7 1 5

多井畑、 多井畑東町、 多井畑南町、 高倉台、

東須磨の一部、高尾台、水野町、離宮西町、離宮前町、

月見山町、 桜木町、 須磨寺町、 高倉町、 西須磨の一部

離宮
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 0 6 7
須磨区離宮西町2 -2 -3

離宮高齢者介護

支援センタ ー　 1 階

7 9 8 -5 7 6 0

7 3 9 -5 7 5 1

平田町（ 山陽電鉄以南）、 大黒町、 戎町、 大田町、

寺田町、 大池町、 千歳町、 常盤町、 行平町、 青葉町、

鷹取町、 古川町、 小寺町、 外浜町

たかとり
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 0 2 4
須磨区大田町7 -3 -1 5

須磨在宅福祉センタ ー内

7 3 1 -8 1 6 5

7 3 6 -2 2 9 4

北町、 南町、 月見山本町、 稲葉町、 松風町、 村雨町、

磯馴町、衣掛町、 若宮町、行幸町、天神町、須磨本町、

須磨浦通、 千守町、 関守町、 潮見台町、 一ノ 谷町､

西須磨の一部

西須磨
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 4 -0 0 4 5
須磨区松風町4 -2 -2 6

特別養護老人ホーム

あいハート 須磨　 1 階

7 3 7 -0 5 0 5

7 3 7 -1 1 6 5
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区 お住まいの地域
あんし んすこやか

センタ ー名
郵便番号 センタ ー所在地

電話番号 
Fax 番号

垂
水
区

名谷町（ 概ね福田川、 バス道以東でかつ、

つつじ が丘以北）、 つつじ が丘、 桃山台、 清玄町、

下畑町（ 第二神明以北）

桃山台
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 8 5 4
垂水区桃山台5 -1 1 3 9 -3

特別養護老人ホーム

桃山台ホーム　 1 階

7 5 1 -0 7 0 6

7 5 1 -7 7 7 0

朝谷町、 松風台、 塩屋台、 塩屋町、

塩屋町1 〜 5・ 7 〜 9 丁目、 塩屋北町、 下畑町の一部、

東垂水町（ 東）、 下畑町字西砂山

塩屋
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 8 7 2
垂水区塩屋町4 -2 5 -1 1

特別養護老人ホーム

塩屋さく ら 苑1 階

7 5 5 -2 2 8 0

7 5 5 -5 6 7 6

青山台、 東垂水町（ 中・ 西）、 塩屋町6 丁目、 美山台、

乙木、 王居殿、 城が山、 泉が丘、 東垂水、

山手2 〜 8 丁目、 大町、 高丸3・ 4 丁目、 野田通、

馬場通、 瑞穂通、 清水通、

御霊町、 中道2 〜 6 丁目、 坂上2 〜 5 丁目、

川原2 〜 5 丁目、 福田、 向陽

東垂水
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 8 7 2
垂水区塩屋町6 -3 8 -8

特別養護老人ホーム

ふるさ と 　 1 階

7 5 1 -4 1 6 5

7 5 5 -0 3 2 0

名谷町（ 概ね福田川以西）、 神和台、 潮見が丘、

千鳥が丘、 高丸5 〜 8 丁目、 上高丸、 千代が丘、

みずき台

垂水名谷
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 8 5 2
垂水区名谷町字猿倉2 73 -7

特別養護老人ホーム

オービ ーホーム 新館1 階

7 0 6 -9 4 7 5

7 0 6 -9 4 6 6

高丸1・ 2 丁目、 瑞ヶ丘、 日向、 平磯、 山手1 丁目、

中道1 丁目、坂上1 丁目、川原1 丁目、宮本町、神田町、

陸ノ 町、 天ノ 下町、 旭が丘、 仲田

平磯
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 8 9 2
垂水区平磯1 -2 -5

垂水年金会館　 2 階

7 5 1 -1 2 9 9

7 5 2 -2 2 9 4

学が丘、本多聞、舞多聞東1 丁目、小束山本町、小束山、

小束山手、多聞町字小束山、名谷町（ 概ね小束山以北）、

星が丘、 星陵台、 清水が丘、 舞子坂、 舞子陵

本多聞
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 0 0 6 垂水区本多聞7 -2 -2
7 8 3 -5 0 3 0

7 8 6 -1 4 6 5

北舞子、 舞子台1・ 3・ 7・ 8 丁目、 歌敷山、 霞ヶ丘、

五色山、 海岸通
舞子台
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 0 4 6
垂水区舞子台7-2 -1

老人保健施設舞子台内

7 8 7 -3 3 0 3

7 8 7 -3 3 0 8

多聞町（ バス道以西）、 多聞台、 小束台東、

舞多聞東2・ 3 丁目、 舞多聞西、 西脇、 神陵台、

南多聞台1 〜 6 丁目、 小束台

神陵台
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 0 4 1
垂水区神陵台3 -2 -1

明舞北センタ ー内

7 8 7 -2 0 1 7

7 8 7 -2 0 1 8

南多聞台7・ 8 丁目、 狩口台、 西舞子、

舞子台2・ 4 〜 6 丁目、 東舞子町
舞子
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 5 -0 0 4 6
垂水区舞子台6 -1 0 -1

舞子台久保ビル2 階2 0 2 号

7 8 7 -5 2 3 1

7 8 7 -8 7 5 2

西
区

押部谷町、 秋葉台、 桜が丘東町、 桜が丘中町、

桜が丘西町、月が丘、美穂が丘、北山台、富士見が丘、

高雄台、 見津が丘、 高塚台

押部
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 2 1 1 西区押部谷町栄1 9 3 -4
9 9 8 -3 0 2 0

9 9 8 -3 0 2 3

櫨谷町、 井吹台東町、 井吹台西町、 井吹台北町、

伊川谷町井吹
西神南
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 2 4 2
西区井吹台東町1 -1 -1

西神南センタ ービル 1 階

9 9 0 -4 1 6 5

9 9 0 -4 1 6 6

伊川谷町（ 有瀬・ 上脇・ 潤和・ 長坂・ 別府）、 池上、

大津和、 今寺、 北別府、 南別府、 天王山、 白水
伊川谷
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 1 0 4
西区伊川谷町長坂8 0 0

特別養護老人ホーム

永栄園　 1 階

9 7 4 -8 0 7 6

9 7 4 -8 1 7 6

狩場台、 糀台、 竹の台、 美賀多台 西神中央
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 2 7 3
西区糀台5 -6 -1

西区文化センタ ービル

6 階

9 9 6 -2 3 7 6

9 9 6 -2 3 5 1

神出町 神出
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 3 1 1 西区神出町東1 1 8 8 -7 0
9 6 4 -2 4 8 1

9 6 5 -1 8 5 6

岩岡町、 上新地、 竜が岡、 大沢、 福吉台 岩岡
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 4 1 2 西区竜が岡1 -3 -3
9 6 9 -2 7 7 5

9 6 9 -2 7 7 6

春日台、 樫野台、 平野町 平野西神
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 2 7 6
西区春日台5 -1 7 4 -1 0

西在宅福祉センタ ー内

9 6 1 -1 2 9 9

9 6 1 -2 1 4 0

玉津町、水谷、小山、丸塚、二ツ屋、森友、枝吉、持子、

曙町、 王塚台、 中野、 宮下、 長畑町、 天が岡、

和井取

玉津
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 1 4 4
西区玉津町小山1 8 0 -3

西区役所玉津庁舎3 階

9 2 6 -1 8 1 3

9 2 6 -1 8 1 4

伊川谷町（ 小寺・ 前開・ 布施畑）、 学園東町、 学園西町、

室谷、 前開南町
学園都市
あんし んすこやかセンタ ー

6 5 1 -2 1 0 3
西区学園西町1 -4

キャンパススクエア東館1 階

7 9 4 -3 1 3 0

7 9 4 -3 7 2 2

市ホームぺージから も 検索でき ます

http s://w w w .city.ko b e .lg .j p /a4 621 0/kenko /fukush i/ca renet/ansuko-center/

kensaku/ind ex.htm l
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内容 相談・ 問い合わせ先 受付時間

介護保険料や保険証、 減免制度

について知り たい

お住まいの各区役所　 介護医療係
※北須磨支所は介護医療係、 北神区役所は市民課窓口係です。

※電話番号は下記を ご覧く ださ い。

下記参照

要介護( 要支援) 認定について
知り たい

お住まいの各区役所・ 支所
保健福祉課　 保健事業・ 高齢福祉担当
※電話番号は下記をご覧く ださ い。

下記参照

高齢者について介護などの相談

をし たい
あんし んすこ やかセンタ ー（ 地域包括支援センタ ー）
※電話番号は P44 〜 P4 7 参照

※受付時間は事業所によ る

要介護( 要支援) 認定を受けたい
と きや介護サービスを利用し たい

えがおの窓口 または あんし んすこ やかセンタ ー
※えがおの窓口の電話番号は、 「 神戸ケアネッ ト 」 （ 上記） から 検索いただく か、
　 下記区役所(支所)または神戸市福祉局介護保険課へお問い合わせく ださ い。

※受付時間は事業所によ る

認知症について相談し たい
こ う べオレ ンジダイ ヤル
☎ 0 7 8 2ー 6 2 1ー 7 1 7

平日　 9： 0 0 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 7： 0 0

認知症事故救済制度について

相談し たい
事故救済制度専用コ ールセンタ ー
☎ 0 1 2 0 2ー 5 9 3 1 5

年中無休
2 4 時間対応

介護事業所・ 施設における

利用・ 入所者に対する虐待に
ついての相談をし たい

養介護施設従事者等による高齢者虐待通報専用電話
（ 神戸市福祉局監査指導課内）
☎ 0 7 8 3ー 2 2 6ー 7 7 4

平日　 8： 4 5 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 7： 3 0

家族が抱える悩みと 心配事（ 認

知症・ 介護・ 虐待 ) についての
相談をし たい

認知症相談（ 家族の会会員による相談）
（ 兵庫県民総合相談センタ ー）
☎ 0 7 8 3ー 6 0 8ー 4 7 7

月・ 金 1 0： 0 0 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 6： 0 0

介護サービスの内容や質に

関する相談や苦情
（ まずは、 サービス事業者や施設と
よく 話し 合いましょう 。）

兵庫県国民健康保険団体連合会（ 介護サービ ス苦情相談窓口）

☎ 0 7 8 3ー 3 2 5ー 6 1 7
平日　 8： 4 5 〜 1 7： 1 5

神戸市福祉局　 監査指導課

（ 居宅通所指導担当） ☎ 078 3ー22 6ー326　  078 3ー22 6ー045
（ 施設指導担当） ☎ 078 3ー22 6ー242　  078 3ー22 5ー771

平日　 8： 4 5 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 7： 3 0

終活について相談し たい
こう べ終活相談窓口
☎ 078 8ー 5 5 8ー 6 7 0

平日　 9： 0 0 〜 1 7： 0 0

成年後見制度について相談したい
（ 制度内容や利用手続きなど）

神戸市社会福祉協議会　 神戸市成年後見支援センタ ー
☎ 0 7 8 2ー 7 1 5ー 3 2 1

平日　 9： 0 0 〜 1 7： 0 0

日常生活自立支援事業について

相談し たい
神戸市社会福祉協議会　 安心サポート センタ ー
☎ 0 7 8 2ー 7 1 5ー 3 5 8

平日　 9： 0 0 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 7： 0 0

介護保険の住宅改修・ 福祉用具
販売の申請について

神戸市介護保険住宅改修・ 福祉用具購入事務センタ ー
☎ 0 7 8 3ー 8 1 8ー 4 0 6

平日　 9： 0 0 〜 1 7： 0 0

高齢期の住まいづく り ・ 住まい探し

や住宅改修について知り たい
（ 改修の内容、 施工業者の情報提供など）

神戸市すまいの総合窓口「 すまいるネッ ト 」

☎ 0 7 8 6ー 4 7 9ー 9 0 0 　  0 7 8 6ー 4 7 9ー 9 1 2
1 0 :0 0 〜 1 7 :0 0

（ 水・ 日・ 祝日定休）

介護事業所と の契約ト ラ ブ ルに

ついて相談し たい
神戸市消費生活センタ ー
☎ 0 7 8 3ー 7 1 1ー 2 2 1

平日　 9： 0 0 〜 1 7： 0 0

上記以外の介護保険に関する

お問い合わせ
神戸市福祉局　 介護保険課
☎神戸市お問い合わせセンタ ーまで　  0 7 8 3ー 2 2 6ー 0 4 9

平日　 8： 4 5 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 7： 3 0

介護事業所・ 施設の指定、 変更届

の提出等の手続きについて知り たい

神戸市福祉局　 監査指導課
☎神戸市お問い合わせセンタ ーまで　  0 7 8 3ー 2 2 6ー 7 6 2

平日　 8： 4 5 〜 1 2： 0 0
1 3： 0 0 〜 1 7： 3 0

介護保険制度について知り たい
（ しく み、手続き、各種の担当窓口など）

神戸市お問い合わせセンタ ー
☎ 0 5 7 0 0ー 8 3 3ー 3 0 　 または　 ☎ 0 7 8 3ー 3 3 3ー 3 3 0

 0 7 8 3ー 3 3 3ー 3 1 4

8： 0 0 〜 2 1： 0 0
（ 年中無休）

介護保険や高齢者に関する 相談・ 問い合わせ先

○発行 神戸市（ 令和8 年3 月3 1 日発行）

各区役所・ 支所のお問い合わせセンタ ー　（ 電話受付）平日8 :4 5～1 7 :3 0
※区役所窓口受付時間： 平日9 :0 0 ～1 7 :0 0
※1 2 :0 0 ～1 3 :0 0 は通常より 時間がかかる場合や、一部お取り 扱いできない業務があります。

東灘区役所
☎0 7 8－8 4 1－4 1 3 1

 ■0 7 8－84 1－5 7 49  / ★0 7 8－81 1－3 7 69
長田区役所

☎0 7 8－5 7 9－2 3 1 1
 ■0 7 8－5 79－2 3 0 6  / ★0 7 8－38 6－6 3 08

灘区役所
☎0 7 8－8 4 3－7 0 0 1

 ■0 7 8－8 43－70 1 4  / ★07 8－84 3－7 0 18
須磨区役所

☎0 7 8－7 3 1－4 3 4 1
 ■0 7 8－73 5－9 5 28  / ★0 78－7 3 5－8 51 5

中央区役所
☎0 7 8－3 3 5－7 5 1 1

 ■0 7 8－33 5－5 4 67  / ★0 7 8－3 3 5－6 64 4
北須磨支所

☎0 7 8－7 9 3－1 2 1 2
 ■0 7 8－79 6－0 5 28  / ★0 78－79 5－1 1 40

兵庫区役所
☎0 7 8－5 1 1－2 1 1 1

 ■0 7 8－5 11－22 9 5  / ★07 8－51 1－7 0 06
垂水区役所

☎0 7 8－7 0 8－5 1 5 1
 ■0 7 8－7 05－1 4 8 1  / ★0 7 8－70 9－6 0 06

北区役所
☎0 7 8－5 9 3－1 1 1 1

 ■0 7 8－5 93－14 5 3  / ★07 8－5 9 5－23 8 1 西区役所
☎0 7 8－9 4 0－9 5 0 1

 ■0 7 8－9 90－2 5 1 6  / ★0 7 8－9 90－2 5 2 1

北神区役所
☎0 7 8－9 8 1－5 3 7 7

 ★0 7 8－9 84－23 3 4
FA X ：■（ 介護医療係） / ★（ 保健福祉課）

　 神戸市の介護保険の

　 ホームページ（ 神戸ケアネット ） 
▶

　 　 　 お問い合わせ先

　 　 　 メ ールフォームはこ ちら  
▶


